
第１節 大気環境の保全

第１項 大気環境保全対策の推進

１ 大気汚染の概況

� 環境基準
環境基準は、環境基本法第１６条第１項の規
定に基づき、人の健康を保護し、生活環境を
保全する上で維持することが望ましい基準と
して定められたものである。
大気汚染に係る環境基準は、昭和４４年２月

に硫黄酸化物に係る環境基準が設定されたの
を始めとして、昭和４５年２月に一酸化炭素、
昭和４７年１月に浮遊粒子状物質に係る環境基
準が設定された。
昭和４８年５月には、硫黄酸化物の環境基準

が改定されて二酸化硫黄に係る環境基準に、
さらに昭和４８年６月に二酸化窒素及び光化学
オキシダントに係る環境基準が設定された。
その後、二酸化窒素については、昭和５３年
７月に環境基準の改定が行われ、さらに、平
成９年４月にベンゼン、トリクロロエチレン、
テトラクロロエチレンの３物質、平成１１年１２
月にダイオキシン類、平成１３年４月にジクロ
ロメタンについて環境基準が定められた。
現行の大気汚染に係る環境基準は、資料編

表 大気１のとおりである。

� 固定発生源対策
ア 大気汚染防止法による規制
大気汚染防止法は、工場及び事業場の事

業活動に伴って発生するばい煙及び粉じん
に係る排出基準を定めている。ばい煙及び
粉じんに係る規制の概要は、次のとおりで
ある。

�ア ばい煙に係る規制
ばい煙発生施設は、大気汚染防止法施

行令により、ボイラーや加熱炉など施設
の種類毎に一定の規模要件が定められて
おり、平成３年２月のガス機関、ガソリ
ン機関の追加が最後で、平成１６年度末現
在で、ボイラー等の３２種類となっている。
ばい煙発生施設の設置者に対しては、

ばい煙に係る排出基準の遵守及び施設の
設置等の届出の義務が課せられている。

ａ 硫黄酸化物
硫黄酸化物の排出基準は、施設ごと
にその排出ロ（煙突）の高さに応じて
許容排出量を定めるＫ値規制方式がと
られており、硫黄酸化物の環境基準の
達成を目標として段階的に強化されて
きた。本県のＫ値は、資料編表 大気
２のとおり推移してきている。

ｂ ばいじん
ばいじんの排出基準は、ばい煙発生
施設から排出されるばいじんの濃度に
ついて、施設の種類及び規模ごとに全
国一律の排出基準が設定されている。
この基準は、昭和４６年６月に設定さ
れ、昭和５７年６月にエネルギー情勢の
変化や浮遊粒子状物質対策の推進を図
るため、改定・強化され、また新たに
標準酸素ガス濃度でばいじん濃度を補
正する方式が導入された。

ｃ 窒素酸化物
窒素酸化物の排出規制は、昭和４８年
８月の大型のばい煙発生施設を対象と
する第１次規制に始まり、昭和５０年１２
月の対象施設の規制強化を内容とする
第２次規制、昭和５２年６月の対象施設
の拡大及び基準強化を内容とする第３
次規制、昭和５４年８月のほとんどすべ
ての施設を対象にした第４次規制、昭
和５８年９月の石炭等固体燃焼ボイラー
の基準強化を内容とする第５次規制ま
で、段階的に強化・改定がなされてき
た。現在では、ほとんどすべての施設
について、施設の種類及び規模ごとに
全国一律の排出基準が設定されている。

ｄ その他の有害物質
カドミウム及びその化合物、塩素、
塩化水素、ふっ素、ふっ化水素、ふっ
化珪素、鉛及びその化合物について、
施設の種類ごとに全国一律の排出基準
が設定されている。
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�イ 粉じんに係る規制
石綿等による大気汚染を防止するため、

平成元年１２月に改正が行われ、粉じんの
うち、石綿その他の人の健康に係る被害
を生じるおそれのある物質を特定粉じん
とし、それ以外の粉じんを一般粉じんと
することとなった。

ａ 特定粉じん
現在、特定粉じんとして定められて

いる物質は、石綿のみである。特定粉
じんを発生する施設が特定粉じん発生
施設であり、その規制基準は全国一律
に、工場又は事業場の敷地境界におけ
る大気中の石綿の濃度が１リットルに
つき１０本となっている。

ｂ 一般粉じん
一般粉じん発生施設には、一定規模

以上の堆積場、ベルトコンベア等５種
類が定められている。一般粉じんに係
る規制は、施設の種類ごとに防じん装
置や散水設備の設置、建築物内設置や
薬剤散布を義務付けた設備管理基準と
なっている。

�ウ ばい煙発生施設等の届出
大気汚染防止法に基づき、ばい煙発生

施設及び一般・特定粉じん発生施設の設
置者は、施設の設置等について知事に届
出する義務が課されている。なお、中核
市である大分市内の工場・事業場につい
ては、市長に届け出ることになっている。
平成１６年度末におけるばい煙発生施設

及び一般粉じん発生施設の届出状況は、
下表２－２－１－１ａのとおりであり、
特定粉じん発生施設については、現在ま
で届出はない。

イ 生活環境の保全等に関する条例による規
制
平成１２年１２月施行の大分県生活環境の保

全等に関する条例では、大気汚染防止法が
施設の種類や規模に応じた濃度規制である
のに対し、規制対象工場等の排ガス量の規
模に応じて窒素酸化物及びばいじんの総量
を規制する方式をとっている。
また、炭化水素系物質として、ベンゼン、
トリクロロエチレン、テトラクロロエチレ
ンについて、排煙特定物質として、カドミ
ウム及びその化合物、塩素、塩化水素、弗

令別表
第１の
項番号

ばい煙発生施設の種類 施設数
（大分市含む）

大分市へ
の届出数
（内数）

１ ボイラー １，１５３ ３３９

２ ガス発生炉 ０ ０

３ 焙焼炉、焼結炉 ４ ４

４ 溶鉱炉、転炉 ５ ５

５ 溶解炉 １１ ３

６ 金属加熱炉 ２６ １４

７ 石油加熱炉 ４８ ４８

８ 触媒再生炉 １ １

８－２ 燃焼炉 １ １

９ 焼成炉 ５１ ４

１０ 反応炉、直火炉 ２ ２

１１ 乾燥炉 ８６ ２５

１２ 電気炉 １ ０

１３ 廃棄物焼却炉 １１３ ３１

１９ 塩素反応施設等 ８ ８

２１ 複合肥料等製造 １ １

２８ コークス炉 ４ ４

２９ ガスタービン ９ ８

３０ ディーゼル機関 ３８ ２９

施設数合計 １，５６２ ５２７

届出工場、事業場数合計 ６４５ １８９

令別表
第２の
項番号

一般粉じん
発生施設の種類

施設数
（大分市含む）

大分市へ
の届出数
（内数）

１ コークス炉 ４ ４

２ 堆積場 ２０５ １４５

３ ベルトコンベア １，２５２ ７１６

４ 破砕機・摩砕機 ２５９ ６７

５ ふるい １８６ １２８

施設数合計 １，９０６ １，０６０

届出工場、事業場数合計 １２３ ４７

表２－２－１－１ａ ばい煙発生施設数
（平成１６年度末）

備考：電気事業法に係るばい煙発生施設を除く

表２－２－１－１ａ 一般粉じん発生施設数
（平成１６年度末）
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素、弗化水素及び弗化珪素、鉛及びその化
合物について排出口における排出量規制を
行っている。

ウ 公害防止協定等による指導
本県においては、最新の防除技術を採用

して極力排出量の削減を図るよう指導して
おり、特に排出量の大きい主要企業につい
ては、立地している自治体との間で公害防
止協定を締結して、その徹底を図っている。
現在、締結している公害防止協定のうち、

大気関係の主な内容は、資料編表 大気３
のとおりである。
また、大分地域については、昭和４８年か

ら昭和５０年にかけて実施した風洞実験を主
体とする拡散シミュレーションを基礎にし
て、硫黄酸化物の排出許容総量を定め、こ
れに基づき昭和５２年５月に主要企業に対し
て総量の割当てを行い、昭和５３年４月から
指導実施している。

エ 公害パトロール
工場・事業場における排出基準の遵守状

況、届出履行状況、ばい煙量等の測定の実
施状況等を調査し、企業に対する大気汚染
防止対策の徹底を図るため、公害パトロー
ルを実施している。

� アスベスト対策
アスベストは、石綿とも呼ばれる天然の鉱

物繊維で、耐熱性、耐摩耗性等に優れた性質
を持っていることから、建築材等多くの製品
に使用されてきたが、その繊維が極めて細い
ため浮遊しやすく、飛散したアスベスト繊維
を吸入すると肺がんや中皮腫などの原因とな
る。
県では、昭和６３年度から平成１５年度の間、
環境中のアスベスト濃度の実態を把握するた
めの調査を実施したが、全国の調査結果（昭
和６０年度調査）と比較すると、いずれの地域
も低い値を示していた。
平成１７年度になって他県のアスベスト製品

製造工場の周辺住民の健康被害が明らかにな
り、全国的な社会問題となったことから、本
県においても「アスベスト対策プロジェクト
チーム」を組織し、アスベスト対策に取り組
んでいる。
現在、大気汚染防止法では、アスベスト製

品等を製造する施設について排出規制等を行
っているが、県内には該当する施設はない。
また、吹付けアスベストが５０㎡以上使用され
た５００㎡以上の耐火・準耐火建築物の解体や
補修工事についても工事業者に届出や作業基

準の遵守義務が課されているが、平成１８年３
月からこの規制が全ての建築物に拡大される
こととなっている。
今後は、アスベストの使用が確認された建
築物等の解体時には、作業基準等を遵守し飛
散防止に努めることや、アスベスト含有廃棄
物の適正処理の徹底などを指導していく必要
がある。

� 自動車排出ガス対策
自動車排ガスの規制は、昭和４１年９月の一
酸化炭素の濃度規制に始まったが、昭和４３年
の大気汚染防止法の制定により、その後、炭
化水素、窒素酸化物等が規制項目に加えられ、
逐次規制の強化も図られてきた。なお、これ
らの規制は、中央環境審議会の答申に基づき
定められる、道路運送車両法の「保安基準」
により行われている。現在では、一酸化炭素、
炭化水素、窒素酸化物、粒子状物質、ディー
ゼル黒煙について、規制が実施されている。
窒素酸化物の規制は、ガソリン・ＬＰＧ車
に対しては昭和４８年度から、ディーゼル車に
対しては昭和４９年度から開始され、トラック
・バスについても順次規制が強化されてきた。
昭和５２年１２月の中央公害対策審議会答申に

おいて規制の長期目標値が２段階に分けて示
され、これに基づいて昭和５８年までにすべて
の車種に規制が実施された。また、平成元年
１２月の中央公害対策審議会において、ディー
ゼル車を中心に２段階の目標値でさらに規制
の強化がなされた。平成９年１１月の中央環境
審議会の二次答申でガソリン・ＬＰＧ車に対
して、平成１０年１２月の第３次答申ではディー
ゼル車に対して、平成１５年６月の第６次答申
では、二輪車及び特殊自動車に対して規制が
強化されている。さらに、平成１７年４月の第
８次答申では、自動車排出ガス量の許容限度
が見直され、未規制時に比べ９６％の削減を図
ることが決められた。
粒子状物質（ＰＭ）については、平成元年
の中央公害対策審議会の答申において初めて、
ディーゼル車を中心に規制が導入され、未規
制時の６割以上の低減が図られた。平成１０年
１２月の中央環境審議会の第３次答申では、デ
ィーゼル車に対する排出ガス規制がさらに強
化されたが、平成１２年１１月の第４次答申にお
いて、第３次答申で設定された目標は２年前
倒しされ、平成１７年までに達成することとな
った。また、平成１４年４月の第５次答申では、
平成１７年以降に販売されるディーゼル車の規
制が設定され、平成１５年６月の第６次答申で、
ディーゼル特殊自動車の規制が強化された。
さらに平成１７年４月の第８次答申では、平成
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２１年に未規制時に比べ９９％の削減を図ること
が決められた。
一酸化炭素及び炭化水素についても、未規

制時に比べ９０％以上の排出量の削減が実施さ
れている。このほか、ディーゼル車の黒煙に
ついても、昭和４７年度から汚染度５０％以下の
規制が実施されており、平成元年１２月の中央
公害対策審議会の答申は、現状レベルの６割
以上の削減を図ることとなった。
なお、大気汚染防止法に基づき、知事及び

政令市の長は、道路周辺の環境濃度の測定を
行い、そのレベルが一定の限度を超えた場合、
県公安委員会に対し交通規制等の要請を行う
とともに、必要に応じ、道路管理者等に対し
て道路構造の改善等について意見を述べるこ
とができることとなっている。

� 大気環境監視の充実と緊急時の連携強化
ア 大気環境監視測定網の整備
大気環境の測定は、環境基準の適合状況

の把握のほか、一時的な高濃度の出現等緊
急時の把握や、規制効果の確認、各種開発
に伴う事前調査など地域の特性に応じた大
気汚染防止対策を講ずる上で不可欠である。
このため、県では関係市町の協力を得なが
ら、逐次、大気汚染測定網の拡充、強化に
努めている。

イ 大気汚染常時監視テレメータシステム
大気汚染を常時監視し、緊急時等の事態

に迅速に対応するためにはテレメータシス
テムが必要であり、本県においては環境監
視及び発生源監視のテレメータシステムを
整備している。
環境監視テレメータシステムは、当初、

昭和４６年１月に大分市７局及び佐賀関町１
局の計８測定局の常時監視のために整備し、
その後、両市町及び別府市等について、逐
次、測定局の拡充を図ってきた。６１年度に
は大分市に市内の測定局を移管した。さら
に平成１７年１月１日には、大分市、佐賀関
町及び野津原町が合併したことにより、旧
佐賀関町における県設置測定局を大分市に
移管した。平成１６年度末現在、県が設置し
た７測定局をネットワークするとともに、
大分市の１４測定局（一般環境大気測定局１２
局、自動車排出ガス測定局２局）と連結し
ている。
平成１６年度末現在の県内の大気環境監視

測定局設置状況は、資料編図 大気４のと
おりである。
一方、発生源監視テレメータシステムは、

大分地域の主要企業を対象として硫黄酸化

物、窒素酸化物の濃度や排出量を集中監視
するシステムとして、昭和５２年６月から運
用を開始した。中央監視局は、環境監視テ
レメータシステムと同様、衛生環境研究セ
ンターに設置している。
大気汚染緊急時が発令された場合、発令
の同時通報を行うことができるほか汚染物
質が指示通り削減されているかどうかの監
視もリアルタイムで行うことができる。
このシステムを利用して、光化学オキシ
ダント等に係る大気汚染緊急時には、被害
の発生を防止するため、関係機関及び関係
事業所との連携のもと迅速かつ的確な対応
に努めている。

２ 大気汚染の現況

� 環境基準及びその評価
大気汚染の状況を環境基準に照らして評価
することについて、長期的評価と短期的評価
の２通りの方法が示されており、長期的評価
は、１年間の大気汚染状況を長期的に監視し
たうえでなすべきであるとの観点から定めら
れ、短期的評価は、監視を行った時間又は日
につきリアルタイムで環境基準の達成状況を
評価するために定められている。（資料編表
大気１）

� 環境基準の達成状況
平成１６年度は、県内７市１町の計２８測定局
（一般環境大気測定局２６局、自動車排出ガス
測定局２局）で大気汚染の常時監視を行った。
環境基準の達成状況等については、下表及
び資料編表 大気５に示すとおりである。

環境基準の評価は光化学オキシダントを除
き、長期的評価で行うこととされており、二
酸化硫黄、二酸化窒素、浮遊粒子状物質、一

区 分 測定局数有 効
測定局数達成局数

達成率
（％）

Ｈ１５全国
達成率
（％）

一般環境大気測定局

二酸化硫黄 ２６（１１） ２６（１１） ２６（１１）１００（１００） ９９．７

二酸化窒素 ２２（１１） ２２（１１） ２２（１１）１００（１００） ９９．９

浮遊粒子状物質 ２５（１１） ２５（１１） ２５（１１）１００（１００） ９２．８

光化学オキシダント １９（１１） １９（１１） ０（０） ０（０） ０．１

一酸化炭素 １（１） １（１） １（１）１００（１００） １００

自動車排出ガス測定局

二酸化窒素 ２（２） ２（２） ２（２）１００（１００） ８５．７

浮遊粒子状物質 ２（２） ２（２） ２（２）１００（１００） ７７．２

一酸化炭素 ２（２） ２（２） ２（２）１００（１００） １００

表 環境基準の達成状況及び達成率（全局平均）

※注 （ ）内の数字は大分市の測定局
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酸化炭素については全ての測定局で環境基準
を達成したが、光化学オキシダントについて
は、１９測定局全てで環境基準を達成できなか
った。

ア 一般環境調査結果
ａ 二酸化硫黄

二酸化硫黄は、主として、石油や石
炭など化石燃料の燃焼に伴い、その中
に含まれる硫黄分が酸化されることに
より生じ、無臭で刺激性のある気体で
気管支炎等の原因となる。
平成１６年度における二酸化硫黄濃度

の一般環境調査は、２６測定局において
実施した。長期的評価及び短期的評価
とも、評価対象となる有効測定局の全
局が環境基準を達成した。
また、二酸化硫黄の大気汚染状況の

推移を過去１０年間の年平均値の経年変
化で見ると下図のとおり、近年はほぼ
横ばいの状況となっている。

図 二酸化硫黄の年平均値の経年変化
（２６局平均）

ｂ 二酸化窒素
窒素酸化物は、一般に、物の燃焼に

伴い、空気中の窒素や燃料中の窒素分
が酸化されて生じ、光化学オキシダン
トの生成要因物質の一つでもある。窒
素酸化物は、一酸化窒素と二酸化窒素
の混合物で、特に、二酸化窒素は、気
管支炎をはじめとする呼吸器系の障害
を引き起こすことが知られている。
平成１６年度における二酸化窒素濃度

の一般環境調査は、２２測定局において
実施した。評価対象となる有効測定局
の全局が環境基準を達成した。
また、二酸化窒素に係る大気汚染状

況の推移を過去１０年間の年平均値の経
年変化で見ると、下図のとおり多少の
変動はあるが、総体的に見て横ばい傾
向にある。

図 二酸化窒素の年平均値の経年変化
（２２局平均）

ｃ 浮遊粒子状物質
大気中の浮遊粉じんは、石油や石炭
の燃焼、土砂や鉱物などの破砕処理等
の人為的要因のほか、風による土壌の
巻き上げや、黄砂現象等の自然的要因
によっても発生する。このうち、粒径
１０μｍ以下のものを浮遊粒子状物質と
いい、環境基準が定められている。こ
れらの粒子は、沈降速度が遅くて長期
間にわたって大気中に滞留し、人の気
道又は肺胞に沈着して呼吸器系に悪影
響を及ぼす。
平成１６年度における浮遊粒子状物質
濃度の一般環境調査は、２５測定局にお
いて実施した。長期的評価では、全て
の測定局で環境基準を達成していたが、
短期的評価では、１時間値の環境基準
値を超えた測定局が５局あった。
また、浮遊粒子状物質に係る大気汚
染状況の推移を見ると、下図のとおり、
過去１０年間の年平均値の経年変化は、
やや減少傾向であるといえる。

図 浮遊粒子状物質に係る年平均値の経年変化
（２５局平均）

ｄ 光化学オキシダント
光化学オキシダントは、大気中の窒
素酸化物と炭化水素類などが紫外線の
照射に伴う光化学反応により生成され
るオゾンを主体とする酸化性物質で、
目や気道の粘膜を刺激して炎症を引き
起こしたり、植物を枯死させたりする。
平成１６年度における光化学オキシダ
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ント濃度の一般環境調査は、１９測定局
で実施したが、全ての測定局が環境基
準値を超えた。
また、光化学オキシダントに係る大

気汚染状況の推移を見ると、下図のと
おり、過去１０年間の昼間の年平均値の
経年変化は、ほぼ横ばい傾向にある。

図 光化学オキシダントに係る昼間の年平均値
の経年変化（１９局平均）

ｅ 一酸化炭素
一酸化炭素は、燃料の不完全燃焼に
よって発生する無臭の有害な気体で、
血液中のヘモグロビンと強く結合して
酸素の供給を阻害し、めまい等を引き
起こす。症状が重くなると、中枢神経
が低酸素状態に陥り、回復不能の障害
を受けることがある。平成１６年度にお
ける一酸化炭素濃度の一般環境調査は、
大分市の三佐小学校において行った。
年平均値は０．４ppmであり、長期的評
価及び短期的評価ともに環境基準を達
成した。
また、一酸化炭素の大気汚染状況の

推移を過去１０年間の年平均値の経年変
化で見ると、下図のとおり、近年はほ
ぼ横ばいの状況となっている。

図 一酸化炭素に係る年平均値の経年変化
（大分市三佐小学校）

ｆ 炭化水素
炭化水素は、石油系燃料の漏洩や自

動車等の塗料、燃焼の未燃分として排
出され、光化学オキシダントの原因物
質の一つになる。炭化水素については、

中央公害対策審議会により、光化学的
反応性を無視できるメタンを除いた非
メタン炭化水素について、光化学オキ
シダント生成防止のための必要条件と
して大気中の濃度レベル指針（午前６
時から９時までの非メタン炭化水素の
３時間平均値として、０．２０ppmCから
０．３１ppmCの範囲）が示されている。
平成１６年度における炭化水素濃度の
一般環境調査は、大分市の敷戸小学校、
三佐小学校、大在小学校の３測定局に
おいて行った。非メタン炭化水素の３
時間値（午前６時から９時まで）の年
平均値は、最小値が敷戸小学校０．１２
ppmC、最大値が三佐小学校０．１８
ppmCであり指針値を超えることはな
かった。
また、非メタン炭化水素の大気汚染
状況の推移のとおりを過去１０年間の年
平均値（午前６時から９時）の経年変
化で見ると、下図のとおりほぼ横ばい
傾向にある。

図 非メタン炭化水素の６時～９時における年平
均値の経年変化（３局平均）

イ 自動車排出ガス調査結果
わが国におけるモータリゼーションの進
展は著しいものがあり、自動車に起因する
大気汚染、騒音及び振動は、特に大都市や
幹線道路の周辺地域において深刻な社会問
題になっている。
本県においても、自動車保有台数は下図
のとおり年々増加しており、平成１６度末現
在、乗用車約４１万３千台、貨物車約７万３
千台、軽自動車約３５万３千台、その他の車
両約３万台、合計約８６万９千台となってい
る。
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（平成１０年度は欠測）

図 大分県の自動車保有台数経年推移

自動車排出ガス中の大気汚染物質には、
一酸化炭素、窒素酸化物、粒子状物質（デ
ィーゼル車の黒煙など）、炭化水素等があ
る。県下における自動車排出ガスの監視測
定については、大分市が中央測定局及び宮
崎測定局の２か所で常時監視を行っている
ほか、県では、交通量が比較的多い主要交
差点で定期的に調査を実施おり、平成１６年
度は別府市、佐伯市、臼杵市、日出町、挾
間町で調査を行った。

�ア 常時監視測定結果
ａ 二酸化窒素
道路沿道における二酸化窒素濃度の

１日平均値の９８％値は、中央測定局で
０．０５６ppm、宮崎測定局で０．０５４ppm
であり、環境基準を達成している。
また、窒素酸化物（二酸化窒素及び

一酸化窒素）に係る大気汚染の状況の
推移を過去１０年間の年間値の経年変化
で見ると、下図のとおりいずれも近年
はやや減少傾向にある。

図 窒素酸化物の年平均値の経年変化

ｂ 一酸化炭素
道路沿道における一酸化炭素濃度の

１日平均値の２％除外値は、中央測定
局、宮崎測定局ともに１．３ppmであり、
長期的評価において、環境基準を達成
している。また短期的評価においても、
１時間値の１日平均値及び１時間値の
８時間平均値がそれぞれ環境基準値を
超えず、環境基準を達成している。
一酸化炭素の大気汚染の状況の推移

を、過去１０年間の年平均値の経年変化
で見ると下図のとおり、やや減少傾向
である。

図 一酸化炭素の年平均値の経年変化

ｃ 浮遊粒子状物質
道路沿道における浮遊粒子状物質濃
度の測定結果は、長期的評価及び短期
的評価ともに環境基準を達成している。
浮遊粒子状物質の大気汚染の状況の
推移を年平均値の経年変化で見ると、
下図のとおり、やや減少傾向である。

図 浮遊粒子状物質の年平均値の経年変化

ｄ 炭化水素
大気中の濃度レベル指針（午前６時
から９時までの非メタン炭化水素の３
時間平均値として、０．２０ppmCから
０．３１ppmCの範囲）が設定されている
非メタン炭化水素濃度の、午前６時か
ら９時における年間平均値は、中央測
定局が０．２４ppmC、宮崎測定局が０．３２
ppmCであり、両測定局で指針の上限
値を超える日が存在した。
非メタン炭化水素の大気汚染の状況
の推移を、過去１０年間の年間値の経年
変化で見ると下図のとおり、やや減少
傾向である。

循環を基調とする地域社会の構築

大分県環境白書 53



図 非メタン炭化水素の６時～９時における年
平均値の経年変化

�イ 主要交差点での測定
平成１６年度は別府市、佐伯市、津久見

市、日出町、挾間町のそれぞれ１か所、
計５か所で気象、一酸化炭素、窒素酸化
物及び浮游粒子状物質の測定を行った。
測定結果は資料編表 大気６のとおり

である。

� 緊急時対策
大気汚染は、個々のばい煙排出者が排出基

準を遵守している場合であっても、気象条件
等によって著しくその状況が悪化することが
ある。県では「大分県大気汚染緊急時等対策
実施要綱」を定め、大分市とともに、大気汚
染常時監視テレメータシステムにより被害の
未然防止に努めている。
緊急時の発令対象区域は、大分市、別府市、

中津市、日田市、日出町、臼杵市、津久見市
及び佐伯市であり、最近５年間においては、
「予報」の発令はなかった。

� 有害大気汚染物質調査
有害大気汚染物質のうちベンゼン、トリク

ロロエチレン、テトラクロロエチレン及びジ
クロロメタンが大気汚染防止法の指定物質と
され、環境基準が定められている。（資料編
表 大気１）
県では、平成９年度から有害大気汚染物質

モニタリング事業を実施しており、平成１６年
度は県下１１地点で測定した。環境基準が定め
られているベンゼン等４物質のうち、ベンゼ
ンのみ沿道の２測定地点で環境基準を達成し
ていなかった。有害大気汚染物質調査結果及
び環境基準の達成状況については、資料編表
大気７のとおりである。

� 環境放射能監視の現況
環境中には、様々な形で放射性物質や放射
線が存在し、我々は常にこれら環境放射能の
中で生活している。呼吸あるいは飲食に伴っ
て取り込んだ放射性物質によって体内から放
射線を受け、また、宇宙や大地など体外から

も放射線等を受けているが、通常の放射能レ
ベルであれば、健康上まったく問題はない。
反面、原子力の平和利用の拡大等に伴い、
環境中の放射能を監視する必要性が高まり、
国は、監視網の整備に努めている。
本県では、昭和６２年１２月に科学技術庁から

の委託を受け、昭和６３年度から本格的に環境
放射能の監視を始め、空間線量率の測定と環
境試料中の放射能の測定を行っている。

ア 空間線量率の現況
空間線量率の測定は、大気中における放
射能の量を調べるもので、NaI（Tｌ）シン
チレーション検出器により行っている。調
査地点を固定し、連続測定を行うモニタリ
ングポストと運搬可能な計測器であるサー
ベイメータにより測定している。モニタリ
ングポストは、大分市（衛生環境研究セン
ター）に設置しており、年間の空間線量率
は資料編表 大気８のとおりである。一方、
サーベイメータによる測定は、佐賀関町で
月に１回実施しており、モニタリングポス
ト同様に異常は認められなかった。

イ 環境試料中の放射能の現況
環境試料中の放射能は、雨水に含まれる
全ベータ放射能測定と各種環境試料中のガ
ンマー線核種分析（セシウム１３７）を行っ
ている。

�ア 全ベータ放射能調査
降雨ごとの雨水に含まれる全ベータ放
射能をＧＭベータ線自動測定装置により
測定している。大分市（衛生環境研究セ
ンター）で１㎜以上の降水量のあった年
間９０検体の測定結果は、資料編表 大気
９のとおりで、異常は認められなかった。

�イ 各種環境試料中の核種分析
大気浮遊じん、降下物、上水、牛乳、
日常食、野菜類、精米及び土壌の環境試
料中に含まれる放射能をゲルマニウム半
導体検出器により、セシウム１３７を人工
放射能の指標として測定している。日常
食及び土壌を除いて検出されなかった。
環境試料中の放射能測定結果は、資料編
表 大気１０のとおりである。

ウ 自動車排出ガス対策の推進
交通管制システムの整備拡充
交通管制センターでは、交通管制システ
ム機器の整備拡充により、車両感知器、テ
レビカメラ等によって収集した交通情報を
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基に交通信号機をより効果的に運用すると
ともに、道路交通情報通信システム（ＶＩ
ＣＳ）、フリーパターン式交通情報板、ラ
ジオ放送、電話、ＦＡＸ等を通じて、交通
情報をドライバーに提供することで交通の
分散誘導を図るなど、交通流の総合的な管
理を行っている。

交通規制
幹線道路における交通流の整序化
幹線道路については、幹線機能の向上を

図るため、速度規制及び駐車規制の見直し、
信号機の改良、系統化さらには中央分離帯
の開口部の閉鎖、右折レーンの設置等によ
り、安全で円滑な交通流の確保に努めている。

生活ゾーン等における交通公害防止対策
住宅地域、学校周辺、商業地域等の安全

で快適な生活環境を確保するため、通過交
通の排除を目的とした交通規制と交通弱者
保護対策としてあんしん歩行エリア対策を
実施している。

第２項 地域の生活環境保全対策の推進

１ 騒音・振動対策

� 騒音に係る環境基準
騒音に係る環境基準は、環境基本法第１６条
第１項に基づき、一般地域と道路に面する地
域について定められている。このうち、地域
の類型及び時間の区分は都道府県知事が行う
こととなっており、現在１７市町で指定を行っ
ている。（資料編表騒音１、騒音５）未指定
の市町村については、必要に応じて地域の実
態調査を行うとともに類型指定を行うことと
している。
平成１６年度の一般地域における騒音の環境
基準の達成状況は、８７％であった。（資料編
表騒音６）過去５年間の達成状況の経年変化
をグラフに示した。

図２－２－１－２ａ 一般地域における騒音の環
境基準達成状況の経年変化

� 自動車交通等の騒音・振動対策
ア 自動車騒音・振動
自動車騒音・振動については、自動車単
体の構造の改善による騒音の低減等の発生
源対策、交通流体策、道路構造対策、沿道
対策等の様々な対策が国によって推進され
ており、自動車単体から発生する騒音対策
としては、加速走行騒音、定常走行騒音、
近接排気騒音について規制がなされている。
また、県においても、騒音規制法第１８条

に基づき、自動車騒音の常時監視を実施し、
環境基準の達成状況の把握に努めている。
平成１６年度からは、従来から実施している
騒音測定に加え面的評価を行うシステムを
導入し、より地域の実態に即した環境基準
の評価が可能になった。
平成１６年度の県下主要道路における自動
車騒音常時監視では、延長１３０．９㎞の道路
（一般国道１０１．７㎞、県道２９．２㎞）に面す
る地域の１１，４４５戸の住居等について環境基
準達成状況の評価を行った。評価の対象と
なった１１，４４５戸のうち、昼間（６時～２２時）
及び夜間（２２時～６時）とも環境基準を達
成していたのは９，６０８戸（８３．９％）であっ
た。（資料編表騒音８）

図２－２－１－２ｂ 平成１６年度環境基準達成
状況の評価結果

この結果は、（独）国立環境研究所が運営
するインターネットサイト「全国自動車交
通騒音マップ（環境ＧＩＳ自動車交通騒音
実態調査報告）」で、情報提供されている。
（アドレスhttp://www-gis.nies.go.jp/noi
se/car/）
騒音測定は、市町村が実施した分もあわ
せて８５地点で行われ、昼間・夜間とも環境
基準値以下であったのは５６地点（６５．９％）
であった。（資料編表騒音７）
さらに、市町村長は、自動車騒音や道路
交通振動のレベルが、総理府令で定める一
定の限度を超過し、周辺の生活環境が著し
く損なわれていると認めるときは、県公安
委員会に対し道路交通法の規定による措置
を、または（振動の場合のみ）道路管理者
に対し所要の措置を執るべきことを要請で
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きることとされており、市町村では、適宜
調査を実施し、実態把握に努めている。

イ 航空機騒音
大分空港は、昭和４６年１０月に滑走路２，０００
�で供用開始し、その後昭和５７年１２月に
２，５００�に延長され、さらに昭和６３年１０月
に３，０００�に延長され、今日に至っている。
同空港は、海上空港であり、離着陸の飛

行コースもすべて海上にあり、しかも、空
港周辺では、年間を通じて陸側から海側に
向かって吹く風が多いことなど、航空機騒
音対策上、立地条件に恵まれている。
航空機騒音については、航空機騒音に係る
環境基準が定められており、知事が類型指
定を行うこととされている。県では、昭和
６０年３月１５日に、武蔵町及び安岐町の大分
空港周辺地域について類型指定を行った。
航空機騒音の平成１６年度調査結果では、

全調査地点で航空機騒音に係る環境基準を
達成していた。（資料編表騒音２、騒音９）
航空機騒音対策として、次に掲げる事項

など様々な対策を総合的に推進する必要が
ある。

�ア 発生源対策
航空機騒音の発生源対策としては、低

騒音型機の導入や、離着陸時の騒音を軽
減させる運航方式の実施などがある。ま
た、一定の基準以上の騒音を発生する航
空機の運航を禁止する耐空証明（旧騒音
基準適合証明）制度により、昭和５３年に
強化された騒音基準に適合しない航空機
の運航については、平成１４年４月１日以
降禁止することとされた。

�イ 土地利用の適正化
国土利用計画法に基づく国土利用計画

は、武蔵町、安岐町とも既に策定されて
おり同計画の適切な運用等により、土地
利用の適正化を積極的に推進するととも
に、空港周辺の緑化等に努める必要があ
る。

�ウ 障害防止対策
「公共用飛行場周辺における航空機騒

音による障害の防止等に関する法律」に
基づき、概ねＷＥＣＰＮＬ７５以上の騒音
影響が及ぶ地域を第１種区域として指定
し、住宅の防音工事を希望する住民に対
し助成措置を講じている。
大分空港については、昭和５２年９月の
告示で第１種区域の指定が行われ、その

後昭和５４年に対象区域が拡大されており、
地域内の告示日前住宅については、昭和
５２年度から５６年度にかけて、告示日後住
宅については平成４年度に、防音工事を
実施し、既に区域内の８１戸の住宅全てが
完了している。

� 工場・事業場、建設作業等の騒音・振動対
策
騒音・振動のうち、特に騒音の苦情件数は、
公害苦情件数の中で比較的高い割合を占めて
いる。
平成１６年度の騒音の苦情件数は１４９件（全
公害苦情件数の１８．０％）で、前年度に比べて
２０件（１５．５％）増加した。発生原因別にみる
と、工場・事業場６７件（４５．０％）と最も多く、
次いで建設作業３１件（２０．８％）となっている。
（資料編表騒音１０）

図２－２－１－２ｃ 騒音苦情件数の推移

また、振動の苦情件数は、５件であった。
（資料編表振動２）

騒音規制法及び振動規制法に基づき、県知
事（大分市にあっては市長）が、騒音・振動
を防止することにより生活環境を保全すべき
地域を指定している。
平成１７年度４月１日現在、地域の指定が行
われている市町村数は、騒音が２３市町、振動
が２０市町である。（大分市含む。資料編表騒
音５）
この指定地域内にあって、金属加工機械等
の政令で定める特定施設を設置している工場
・事業場（以下「特定工場等」という。）と、
くい打ち作業等の政令で定める特定建設作業
を伴う建設工事が規制の対象となっており、
市町村が指導を行っている。
平成１６年度末における県内の騒音規制法に
係る特定施設総数は１１，６２８、特定工場等総数
は１，４１８（資料編表騒音１１）、振動規制法に係
る特定施設総数は４，３１０、特定工場等総数は
６３２（資料編表振動３）であった。
なお、カラオケ騒音等の風俗営業及び深夜
飲食店営業等に係る騒音については、「風俗
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営業等の規制及び業務の適正化等に関する法
律」により、音量規制等の対策が講じられて
いる。

２ 悪臭対策

悪臭公害は、大気汚染、水質汚濁等の公害と異
なり、嗅覚という人の感覚に知覚されるものであ
り、その感知の程度は各人の嗜好、体調などにも
影響され、さらに発生源も多種多様であることか
ら、毎年多数の苦情が寄せられている。
平成１６年度の悪臭苦情件数は１６４件（全公害苦
情 件 数 の３１．８％）で、前 年 度 に 比 べ て２１件
（１１．４％）減少した。発生原因別にみると、「家
庭生活」３６件（２２．０％）、「その他」３５件（２１．３％）、
「焼却（野焼き）」２８件（１７．１％）と続いている。
（資料編表悪臭１）

図２－２－１－２ｄ 悪臭苦情件数の推移

悪臭防止法に基づき、工場・事業場から排出さ
れる悪臭物質の規制等が実施されている。
県知事（大分市にあっては、市長）は、規制地

域の指定及び規制基準の設定を行っており、現在、
豊後大野市を除く１１市（大分市を含む。）に地域の
指定が行われている。また、市長は指定地域内の
悪臭発生工場・事業場に対し指導を実施している。
未指定市町村については、今後必要に応じ指定を
行うこととしている。
同法に定める悪臭物質の種類及び規制基準の範

囲は６段階臭気強度表示法の２．５～３．５に対応して
いるが、県内では、臭気強度２．５で規制基準を設
定している。（資料編表悪臭２）
悪臭物質の２２項目については、工場・事業場の

敷地境界線の地表において規制するとともに、特
にアンモニア等１３項目については排出口において、
また、メチルメルカプタン等４項目については排
出水について規制している。
なお、別府市においては、温泉地域という特性

を考慮し、硫化水素を規制対象物質から除外して
いる。（資料編表悪臭３）
また、平成１３年度に環境省が実施した「かおり

風景１００選」において、県からは４地点（旧６市
町）が特に優れたかおり環境として選定され（資

料編表悪臭４）、平成１５年度には別府市において
「２００３かおり環境 フォーラムin別府」を開催し
た。

３ 畜産環境保全の現状と対策

� 畜産による環境問題の発生状況
混住化の進展、飼養規模の拡大、住民の環
境意識の高まり等を背景として、畜産に起因
する水質汚濁、悪臭発生、害虫発生等の環境
問題が発生している。このため、環境に対す
る負荷を軽減するとともに、資源の有効活用
を図るとの観点から、家畜排せつ物を適正に
管理し、堆肥として土づくりに積極的に活用
するなど、その資源としての有効利用を一層
促進する必要がある。
畜産環境問題による苦情発生の実態につい
ては毎年調査を実施しており、平成１６年度に
おいては、４３件の問題が発生している。（図
２－２－１－２ｅ）
発生状況は、内容別では、「悪臭発生」に
よるものが他の環境問題との複合発生を併せ
２１件（４８．８％）と最も多く、次いで「水質汚
濁」関連が１７件（３９．５％）となっている。ま
た、畜種別では、図２－２－１－２ｆに示す
とおり乳用牛に起因するものが４件（９．３％）、
肉用牛に起因するものが１１件（２５．６％）とな
っており、以下、豚（１４件）、採卵鶏（１１件）、
ブロイラー（２件）、その他（１件）となっ
ている。

図２－２－１－２ｅ 内容別苦情発生状況

図２－２－１－２ｆ 畜種別苦情発生状況
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� 畜産環境保全対策

ア 畜産環境保全の基本方針
畜産に起因する環境問題を解消し、畜産

経営の健全かつ安定的な発展を図るため、
「家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の
促進に関する法律」（以下「家畜排せつ物
法」）に基づき、以下の環境保全対策を推進
する。
�家畜排せつ物の管理の適正化を図るため
「家畜排せつ物法」に規定された家畜排
せつ物の管理基準（処理保管施設の構造
・管理方法）に従い畜産農家へ指導・助
言を実施する。

�家畜排せつ物の利用の促進を図るため、
国が定めた基本方針の内容に即した「家
畜排せつ物の利用の促進を図るための県
計画」（①家畜排せつ物の利用の目標、②
処理施設整備に関する目標、③利用の促
進に関する技術研修等、以下「県計画」）
に基づき、野積み・素掘りの解消に向け
た施設整備を重点的に実施すると共に、
畜産と耕種の連携による堆肥の流通利用
促進を図る

イ 畜産環境保全のための具体的な施策
今後、さらに経営規模の拡大が予想され
ることから、「大分県環境保全型畜産確立
基本方針」に基づき設置している県および
地域畜産環境保全推進指導協議会の活動を
一層強化し、管理基準に基づく指導・助言、
実態調査を実施するとともに、平成１１年度
より新設された畜産環境アドバイザー制度
を活用し適正処理についての技術の普及・
啓発を行うこととしている。
一方、家畜排せつ物処理施設等の整備に
ついては、畜産関係団体等の協力の下に「県
計画」に沿って整備することとし、新規の
バイオマスの環づくり交付金や畜産環境整
備リース事業等を積極的に活用する。また、
家畜排せつ物の堆肥化による「土づくり」
を円滑に推進するため、「大分県有機質資
材生産者協議会」を中心に堆肥の品質向上
を図るとともに広域流通体制の整備を推進
する。
なお、畜産環境保全対策の推進指導体制
は資料編 悪臭５、６に示したとおりであ
る。

第２節 水・土壌・地盤環境の保全

第１項 水環境保全対策の推進

１ 水環境の現状

平成１６年度は、県内の５４河川１０６地点、３湖
沼８地点及び８海域５６地点について水質の汚濁
の状況を調査した。（資料編 表水質１、２）
健康項目について５０水域１０５地点を調査した
結果、表２－２－２－１アのとおり３河川４地
点で環境基準を達成しなかった。
朝見川（別府市）、町田川（九重町）の汚染

は、どちらも上流域の地質に由来する自然的な
ものである。朝見川は特定の目的では利水され
ておらず、町田川では農業用水としての利水が
あるが、汚染の程度が農業用水基準以下である。
なお、玖珠川は町田川を合し、協心橋下流にお
いて水道水の取水が行われているが、この地点
では環境基準を達成している。
八坂川（杵築市）の汚染は、上流にある休廃

止鉱山の坑内水等が汚染原因であると考えられ
る。杵築市は、永世橋下流で上水道の原水とし
て取水しているが、浄水処理により安全に水道

水を供給している。また、農業用水基準は満た
しているので、農業用水としての利水について
支障はないと考えられる。
３河川とも、特に利水上の問題はないと考え
られるが、引き続き水質を監視し、健康被害等
の未然防止に努める。
生活環境項目について５４河川１０６地点、３湖

沼８地点、８海域５６地点を調査した結果、水質
汚濁の代表的な指標であるＢＯＤ又はＣＯＤに
ついて、各水域とも年平均値は概ね横ばいで推
移しているが、表２－２－２－１イのとおり５
水域が環境基準を達成しなかった。（資料編
表水質３、４）
５水域とも、年平均値の推移を踏まえると、
利水及び生活環境に大きな支障はないと考えら
れるが、海域の環境基準の達成率は新環境基本
計画に定める目標（海域の環境基準達成率は平
成２２年度に８６％、平成２７年度に１００％）に比べ
て低いので、海域の水質を改善するために、陸
域から流入する汚濁負荷量の削減等を行う必要
がある。具体的には、下水道や浄化槽の整備の
推進による生活排水処理率の向上や、産業排水
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や畜産排水に起因する窒素・燐の削減を図る。
また、全窒素及び全燐に係る環境基準は８海

域及び１湖沼について類型指定されており、環
境基準の達成率は、それぞれ、海域は６２．５％、
湖沼は０％であった。（資料編 表水質５）
公共用水域の水質常時監視の結果や利水状況

等を踏まえ、必要に応じて水質を改善するため
の施策を講じることができるよう、類型が指定
されていない水域であっても新たに類型指定し
たり、指定された類型の見直しを行っている。
平成１６年度は、国東半島東部の４河川（伊美川、
田深川、武蔵川及び安岐川）をＡ類型に指定し
た。（資料編 表水質６）
水域別の概況は以下のとおり。

� 河川

ａ 山国川水系
山国川は一級河川であり、山移川等３２の
支川を合し、中津川を分派して周防灘に流
入している。流域には特に大きな汚濁源は
なく、生活排水が汚濁の主体となっている。

図 山国川水系ＢＯＤ年平均値の経年変化

区 分
水 域 達 成 未 達 成

河 川

山国川（２） 山国川（１） 跡田川 津民川
犬丸川 駅館川 寄藻川 桂川
八坂川 朝見川下流 朝見川上流 祓川
住吉川 丹生川下流 丹生川上流 大分川下流
大分川中流 大分川上流 大野川下流 大野川上流
乙津川 原川 臼杵川 番匠川下流
番匠川上流 中川 中江川 木立川
堅田川下流 堅田川上流 筑後川（２） 大肥川
花月川 庄手川 玖珠川 町田川

海 域

住吉泊地 乙津泊地 豊前地先
鶴崎泊地 大分港 別府湾中央
別府港 守江港 臼杵湾
国東半島地先 大野川東部 佐伯湾（丁）
佐賀関港 北海部郡東部地先 響灘及び周防灘
佐伯湾（甲） 佐伯湾（乙）
佐伯湾（丙） 南海部郡地先
別府湾東部 津久見湾

湖 沼 松原ダム －

水 域 地点名 項目 総検
体数

基準値
超 過
検体数

最大値
（�／Ｌ）

平均値
（�／Ｌ）

基準値
（�／Ｌ）

朝見川下流 藤 助 橋

砒素

４ ３ ０．０４０ ０．０１９

０．０１
町 田 川 潜 石 橋 ６ ６ ０．０２０ ０．０１１

八 坂 川
永世橋下 ６ ６ ０．０１８ ０．０１２
大左右橋 ６ ３ ０．０１７ ０．０１４

表２－２－２－１ア 健康項目に係る環境基準を達成しなかった地点の調査結果

表２－２－２－１イ 公共用水域の生活環境項目（ＢＯＤ、ＣＯＤ）の環境基準達成状況
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ｂ 県北河川
犬丸川、伊呂波川、駅館川、寄藻川、桂

川は、いずれも周防灘（豊前地先）に流入
する二級河川である。これらの流域に特に
大きな汚濁源はなく、いずれも生活排水が
汚濁の主体となっている。

図 県北河川ＢＯＤ年平均値の経年変化

ｃ 国東半島東部河川
伊美川は国東半島北部から、田深川、武
蔵川及び安岐川は半島東部から国東半島地
先海域に流入する二級河川である。これら
の河川の流域には特に大きな汚濁源はなく、
生活排水が汚濁の主体となっている。

図 国東半島東部河川ＢＯＤ年平均値の経年変
化
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ｄ 別杵速見地域河川
八坂川は立石川等４支川を合して別府湾

（守江港）に流入する二級河川であり、朝
見川は３支川を合し、別府市南部の市街地
を貫流して別府湾に流入している二級河川
である。両河川の流域には特に大きな汚濁
源はなく、生活排水が汚濁の主体となって
いる。

図 別杵速見地域河川ＢＯＤ年平均値の経年変
化

ｅ 大分川水系
大分川は、本県を代表する一級河川で、

賀来川、阿蘇野川、芹川のほか、七瀬川等
４５の支川を合し、裏川を分派して別府湾に
流入している。上流域には温泉観光地の由
布市湯布院町があり、下流の大分市内には
食料品、機械器具等の製造業が立地してい
るが、流域人口が多い中流域の生活排水が
汚濁の主体となっている。

図 大分川水系ＢＯＤ年平均値の経年変化

ｆ 大野川水系
大野川は、本県の中央部を貫流する代表
的な一級河川であり、玉来川、稲葉川、緒
方川、三重川等１２８の支川を合し、乙津川
を分派して別府湾に流入している。上流域
には特に大きな汚濁源はなく、生活排水、
畜産排水が汚濁の主体であるが、下流域に
は化学、機械器具等の大規模企業が立地し、
産業排水が汚濁の主体となっている。

図 大野川水系ＢＯＤ年平均値の経年変化

循環を基調とする地域社会の構築

大分県環境白書 61



ｇ 大分市内河川
住吉川、祓川及び丹生川は、いずれも大

分市内を貫流し、別府湾に流入する二級河
川である。これら河川の流域には、特に大
きな汚濁源はないが、流域人口が比較的多
く、生活排水が汚濁の主体となっている。

図 大分市内河川ＢＯＤ年平均値の経年変化

ｈ 臼杵市内河川
臼杵川は、中臼杵川等８支川を合し、臼
杵市を貫流して、河口部では末広川、熊崎
川と合流し臼杵湾に流入する二級河川であ
る。下流域には食料品等の製造業が立地し
ているが、特に大きな汚濁源はなく、生活
排水が汚濁の主体となっている。

図 臼杵市内河川ＢＯＤ年平均値の経年変化

ｉ 番匠川水系
番匠川は、県南部を貫流する一級河川で
あり、堅田川、木立川等４８の支川を合し、
中川、中江川を分派して佐伯湾に流入して
いる。これら河川の流域には特に大きな汚
濁源はなく、生活排水が汚濁の主体となっ
ている。

図 番匠川水系ＢＯＤ年平均値の経年変化
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ｊ 筑後川水系
筑後川は、九州を代表する一級河川であ

り、県内の支川は津江川、玖珠川等７０あり、
日田市の夜明ダム下流で福岡県に至り、有
明海に流入している。これら河川の流域に
は大きな汚濁源はなく、生活排水が汚濁の
主体となっている。

図 筑後川水系ＢＯＤ年平均値の経年変化
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� 湖沼
湖沼については、国土交通省直轄の下筌ダ

ム貯水池、松原ダム貯水池、耶馬渓ダム貯水
池や、県管理の芹川ダム貯水池、北川ダム貯
水池等がある。
芹川ダム貯水池は大分川水系の芹川にあり、

北川ダム貯水池は五ヶ瀬川水系の北川にある。
両ダム貯水池のＣＯＤの年平均値の推移につ
いては、芹川ダムは近年悪化の傾向があり、
北川ダムは概ね良好である。

図 芹川ダム・北川ダムＣＯＤ年平均値の経年
変化

� 海域

ａ 周防灘
周防灘は、中津市から豊後高田市までの

地先海域で、沿岸の中津市、宇佐市、豊後
高田市から直接又は山国川や駅館川等の河
川を通じて、生活排水や産業排水等が流入
している。近年、輸送機械、電気機械関係
等の製造業が立地しているが、大規模な水
質汚濁源となる事業場はない。陸域からの
汚濁の流入は生活排水が主体である。汚濁
負荷量は少ないが、浅海域の潮流は微弱で
あり、海水の交換が緩慢なので、水質はや
や汚濁された状態が続いている。

図 周防灘ＣＯＤ年平均値の経年変化

ｂ 国東半島地先水域
国東半島地先水域は、国見町から安岐町
までの地先海域で、大分空港周辺にはＩＣ
関係の先端技術産業が立地しているが、大
規模な汚濁源はなく、陸域からの汚濁の流
入は、生活排水が主体で汚濁負荷量は比較
的少ない。

図 国東半島地先ＣＯＤ年平均値の経年変化

ｃ 別府湾
別府湾は、湾口の幅が２０㎞、奥行きが２５
㎞で、湾口部の水深は５０ｍであるのに対し、
湾奥部の高崎山前面付近では７０ｍと深くな
っており、湾奥部の潮流が微弱で特に停滞
性が強い。沿岸の杵築市、日出町、別府市、
大分市のほか、大分川、大野川を通じて内
陸部の豊後大野市、竹田市、臼杵市、由布
市からも生活排水や産業排水が流入してい
る。流域人口は県人口の６０％以上を占め、
南岸の大分市には紙パルプ、化学、石油精
製、鉄鋼、非鉄金属などの大規模工場群が
立地しているので流入する汚濁負荷量が多
く、湾奥部は潮流が微弱で停滞性が強いと
いう自然条件も重なるため、他の水域に比
べて水質の改善が困難であると考えられる。
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図 別府湾ＣＯＤ年平均値の経年変化
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ｄ 北海部郡東部地先水域
北海部郡東部地先水域は、佐賀関半島東

端の関崎から臼杵市下ノ江に至る地先の海
域で、この海域の背後には大規模な汚濁源
はなく、陸域から流入する生活排水が汚濁
の主体となっている。

図 北海部郡東部地先ＣＯＤ年平均値の経年変
化

ｅ 臼杵湾
臼杵湾は、臼杵市下ノ江から津久見市楠

屋鼻に至る陸岸の地先海域で、この海域に
は臼杵市の生活排水と醸造業等の産業排水
が流入しているが大規模な汚濁源はなく、
生活排水が汚濁の主体となっている。

図 臼杵湾ＣＯＤ年平均値の経年変化

ｆ 津久見湾
津久見湾は、津久見市楠屋鼻から佐伯市

蒲戸崎に至る陸岸の地先海域で、この海域
には、セメント工業、窯業土石製品製造業
などの産業排水と津久見市の生活排水が流
入しているが大規模な汚濁源はなく、生活
排水が汚濁の主体となっている。

図 津久見湾ＣＯＤ年平均値の経年変化

ｇ 佐伯湾
佐伯湾は、佐伯市蒲戸崎から鶴御崎に至
る陸岸の地先海域で、この海域には、佐伯
市に立地する発酵工業、セメント工業、造
船業等の産業排水と佐伯市の生活排水が流
入している。

図 佐伯湾ＣＯＤ年平均値の経年変化

ｈ 南海部郡地先水域
南海部郡地先水域は、鶴御崎から宮崎県
との県境に至る陸岸の地先海域で、養殖漁
業が盛んであり、陸域から流入する汚濁の
主体は畜産排水等で、大規模な汚濁源はな
い。入津湾の３地点は、閉鎖性水域として
６年度から水質測定を実施している。
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図 南海部郡地先ＣＯＤ年平均値の経年変化 ２ 環境保全上健全な水循環の確保

地域の健全な水循環を確保するためには、そ
こに生活する住民が自らと水辺環境との関係を
理解し、自発的に環境保全活動を行うことが必
要である。河川や海岸等の身近な水環境に対す
る親水の環境づくりを推進するために、海水浴
場の水質調査及び河川の水生生物調査を実施し
た。
海水浴場の水質調査は、年間延べ利用者数が
概ね１万人以上の海水浴場１２か所について、遊
泳期間前２回、期間中１回の調査を行っている。
平成１７年度の調査結果は表２－２－２－１ウの
とおりであり、すべて水浴場判定の基準に適合
していた。
河川等の公共用水域の水質の評価については、
一般に、ＢＯＤ、ＳＳなどの理化学的方法によ
り測定された値を水質環境基準と比較すること
により行われている。一方、水生生物による水
質調査は、サワガニ、カワゲラ、トビケラなど、

市町名 海水浴場名

ふん便性
大腸菌群数
（個／１００�）

ＣＯＤ
（�／�）

透明度
（�） 油膜の有無 判 定

遊泳前 遊泳中 遊泳前 遊泳中 遊泳前 遊泳中 遊泳前 遊泳中 遊泳前 遊泳中

大 分 市

田ノ浦ビーチ ＜２ ８ ２．２ ４．３ ＞１ ＞１ なし なし Ｂ Ｂ
神崎 ３ － ２．０ － ＞１ － なし － Ａ －
大志生木 ５ － １．９ － ＞１ － なし － Ａ －
白木 ＜２ － １．７ － ＞１ － なし － ＡＡ －

豊後高田市 長崎鼻 ＜２ ＜２ ２．４ ２．９ ＞１ ＞１ なし なし Ｂ Ｂ

杵 築 市
奈多・狩宿 ＜２ ＜２ １．８ ２．９ ＞１ ＞１ なし なし ＡＡ Ｂ
住吉浜リゾートパーク ＜２ ＜２ １．７ ２．０ ＞１ ＞１ なし なし ＡＡ ＡＡ

日 出 町 糸ヶ浜 ＜２ ＜２ １．８ ２．７ ＞１ ＞１ なし なし ＡＡ Ｂ
臼 杵 市 黒島 ＜２ ＜２ １．５ ２．０ ＞１ ＞１ なし なし ＡＡ ＡＡ
上 浦 町 瀬会 ＜２ ＜２ １．７ ２．７ ＞１ ＞１ なし なし ＡＡ Ｂ

蒲 江 町
元猿・高山 ＜２ ＜２ １．６ １．０ ＞１ ＞１ なし なし ＡＡ ＡＡ
波当津 ３ ＜２ １．７ ２．０ ＞１ ＞１ なし なし Ａ ＡＡ

区 分 ふん便性大腸菌群数 ＣＯＤ 油膜の有無 透明度

適
水質ＡＡ 不検出（検出限界２個／１００�） ２�／�以下 油膜が認められない 全透（１�以上）
水質Ａ １００個／１００�以下 ２�／�以下 油膜が認められない 全透（１�以上）

可
水質Ｂ ４００個／１００�以下 ５�／�以下 常時は油膜が認められない １ｍ未満～５０㎝以上
水質Ｃ １，０００個／１００�以下 ８�／�以下 常時は油膜が認められない １ｍ未満～５０㎝以上

不 適 １，０００個／１００�を超えるもの ８�／�超 常時油膜が認められる ５０㎝未満

表２－２－２－１ウ 海水浴場調査結果（平成１７年度）

国が定めた海水浴場の判定基準
判定は、下表に基づいて以下のとおりとする。

� ふん便性大腸菌群数、油膜の有無、ＣＯＤ又は透明度のいずれかの項目が「不適」であるものを「不
適」な水浴場とする。

� 「不適」でない水浴場について、ふん便性大腸菌群数、油膜の有無、ＣＯＤ及び透明度によって、「水
質ＡＡ」、「水質Ａ」、 「水質Ｂ」及び「水質Ｃ」を判定する。

� 「水質ＡＡ」及び「水質Ａ」であるものを「適」、「水質Ｂ」及び「水質Ｃ」であるものを「可」と
する。
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川に棲む生物（指標生物（資料編 水質表７））
の生息状況から河川の水質を知るものであり、
理化学的方法に比べて結果が分かりやすいだけ
でなく、次のような優れた特徴がある。
①比較的長時間の水質を捉えることができる。
②水質汚濁の生物に対する影響を捉えることが
できる。

③住民の河川愛護、水質浄化の啓発に資するこ
とができる。

④適切な指導者のもとに、一般の人でも比較的
簡単に調査が行える。
県では、この方法による調査活動を広く普及

することにより、住民意識にマッチした水質保
全施策の基礎資料を得るとともに調査への参加、
結果の公表を通じて住民の水質保全意識の高揚
を図り、河川の良好な水質環境の確保を進めて
いくこととしている。
平成１６年度は夏季に、一級、二級河川等の３９

河川６１地点において調査を行った。調査参加団
体は５２団体、参加者数は１，０５６人であった。（表
２－２－２－１エ）
調査結果は、きれいな水（水質階級Ｉ）が４５

地点（７３．８％）を占めており、県下の調査河川
での水質の状況は概ね良好であった。（表２－
２－２－１オ）
また、環境省が設けている水生生物調査に関

するホームページ（URL http://w-mizu.nies.
go.jp/suisei/suisei.html）により、全国の調
査結果を閲覧することができる。

３ 汚濁負荷の発生形態に応じた負荷の低減

水質汚濁防止法は、国民の健康の保護及び生
活環境の保全を確保するために、工場や事業場
からの排水及び地下浸透水を規制することによ
り、公共用水域及び地下水の水質の汚濁を防止
を図ることを目的としている。工場や事業場を
監督指導するために、特定施設の設置や構造等
の変更をしようとする者に対して、当該施設に
係る事項について事前の届出を義務付けるとと
もに、健康被害や生活環境の悪化の原因となる
化学物質等について、排出水に許容可能な濃度
を排水基準として定めている。
特に、瀬戸内海区域（資料編 水質図８）に
設置され、日最大排水量が５０�以上である特定
事業場については、下水道終末処理施設等一部
の施設を除き、瀬戸内海環境保全特別措置法に
基づく許可を受けなければならない。
平成１６年度の水質汚濁防止法及び瀬戸内海環
境保全特別措置法の規定による申請や届出の件
数については、表２－２－２－１カ及び２－２
－２－１キのとおりである。
また、本県においては、大分県生活環境の保
全等に関する条例及び水質汚濁防止法第３条第
３項に基づく排水基準を定める条例（上乗せ排
水基準）を制定し、工場や事業場に対する規制
を強化している。大分県生活環境の保全等に関
する条例は、公害防止と事業活動及び日常生活
の環境に対する負荷低減等をもって、県民の健
康の保護と生活環境を保全することを目的とし
て、平成１２年１２月２３日から施行された。この条
例においては、めっき、紙・パルプの製造の作
業等３０種類の作業を行う工場・事業場（特定工
場等）を規制対象とし、その設置については事
前届出制を採用するとともに、規制基準につい
ては総量規制を導入している。
水質汚濁防止法及び瀬戸内海環境保全特別措
置法に基づく特定事業場数は、平成１７年３月３１
日現在で５，５８１事業場となっている。（資料編
水質表９）特定施設別に事業場数でみると、旅
館業が最も多く全体の３０％を占め、自動式車両
洗浄施設の１２％、指定地域特定施設の７．６％、
畜産農業（豚房、牛房、馬房）の７．６％がこれ
に続いている。これらの事業場に対しては、表
２－２－２－１クのとおり水質汚濁防止法の規
定に基づく立入調査を適宜実施した。特に、こ
のうち日平均排水量が５０�以上の特定事業場で
ある５２６事業場については、休止中又は未稼働
の事業場を除き、排水監視等を目的として年１
回以上の立入調査を実施している。平成１６年度
に実施した立入調査の結果、排水基準違反（疑
い含む）等の違反があった事業場については、
表２－２－２－１ケのとおり文書等により排水

団体の別 参加団体数 参加人数（人）
学 校 ２３ ６１３
一 般 １５ ４１３
行 政 機 関 １ ３０
計 ３９ １，０５６

水質階級 地点数 割合（％）
Ⅰ きれいな水 ４５ ７３．８
Ⅱ 少しよごれた水 １３ ２１．３
Ⅲ きたない水 ３ ４．９
Ⅳ 大変きたない水 ０ ０．０

計 ６１ １００．０

表２－２－２－１エ 水生生物調査の参加団体、
参加者数（平成１６年度）

表２－２－２－１オ 水生生物調査結果（水質階
級の状況・平成１６年度）
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処理施設の改善や維持管理の強化等を指導し、
適切な改善がなされていることを確認した。
申請及び届出の審査や立入調査により、生産
工程の合理化や水利用の高度化、適切な排水処
理や維持管理の徹底を指導し、産業排水に起因
する汚濁負荷量の削減を図る。
特定事業場に係る排水基準等の概要について
は以下のとおり。

○ 排水基準の設定
特定事業場から公共用水域に排出される排
出水については、水質汚濁防止法に基づき、
有害物質やその他の項目の濃度を規制する排
水基準（一律排水基準及び上乗せ排水基準）
並びに化学的酸素要求量（ＣＯＤ）、窒素含
有量（Ｔ－Ｎ）及びりん含有量（Ｔ－Ｐ）の
汚濁負荷量を規制する総量規制基準が設定さ
れている。

区 分

環
境
保
全
課

国
東
保
健
所

中
央
保
健
所

日
出
支
所

大
分
郡
支
所

臼
杵
保
健
所

佐
伯
保
健
所

三
重
保
健
所

竹
田
保
健
所

日
田
玖
珠
保
健
所

玖
珠
支
所

中
津
保
健
所

宇
佐
保
健
部

高
田
保
健
部

大

分

市

計

設置届（第５条） １０ ２ ２ ５ １５ ６ １ ６ ７ １２ ６ １１ ５ １ ２３ １１２
使用届（第６条）
構造等変更届（第７条） ５ ２ ２ ２ １ １０ ２２
氏名等変更・廃止届（第１０条）１９ １ ２ ５ ２ １ ３ ２ ４ ７ ４７ ９３
承継届（第１１条） ２ ４ ２ １ ２ １ ３ １５

区 分 件 数 区 分 件 数
設置許可申請（第５条） ２２（９） 氏名等変更届（第９条） ３２（１２）
使用届（第７条） １（０） 汚染状態等変更届（第９条） ４（０）
構造等変更許可申請（第８条） ３１（１７） 廃止届（第９条） １２（７）
構造等変更届（第８条第４項） ０（０） 承継届（第１０条） ７（１）

区 分
１４ 年 度 １５ 年 度 １６ 年 度

特定事
業場数

延べ立
入件数

排水基準
違反件数

特定事
業場数

延べ立
入件数

排水基準
違反件数

特定事
業場数

延べ立
入件数

排水基準
違反件数

大
分
県
実
施
分

５０�／日以上の特定事業場 ３７７ ４２３ ８ ３９０ ４４６ ６ ３８７ ４５３ ７
５０�／日未満
の特定事業場

有害物質あり ３６３ ３０ ０ ３６４ ２６ ０ ３７３ ２６ ０
有害物質なし ３，５３４ ９０１ ０ ３，５２２ １，０９３ ０ ３，５４０ ９９７ ０

小 計 ４，２７４ １，３５４ ８ ４，２７６ １，５６５ ６ ４，３００ １，４７６ ７
内 規 制 対 象 ７４０ ４５３ ８ ７５４ ４７２ ６ ７６０ ４７９ ７

大 分 市 実 施 分 １，１９０ ３４３ ２３ １，１９０ ３４０ ２１ １，２８１ ３１９ １３
合 計 ５，４６４ １，６９７ ３１ ５，４６６ １，９０５ ２７ ５，５８１ １，７９５ ２０

区 分 １４年度１５年度１６年度

違反
項目

有害物質
ｐＨ ２ ２ ２
ＢＯＤ １ １ １
ＣＯＤ ２ ３ １
ＳＳ ２ ３
その他の項目 １ １ １

措置
状況

一時停止命令
改善命令
文書指導 ８ ６ ５

対策
状況

排水処理施設の新・増設
排水処理施設の改善 １ １ １
排水処理施設の管理強化 ６ ５ ６
下水道への接続
特定施設等の改善
特定施設等の管理強化

表２－２－２－１カ 水質汚濁防止法に基づく届出件数 （平成１６年度）

表２－２－２－１キ 瀬戸内海環境保全特別措置法に基づく申請及び届出件数 （平成１６年度）

（注）（ ）内は大分市の件数（再掲）

表２－２－２－１ク 特定事業場立入調査実施状況

表２－２－２－１ケ 排水基準違反に対する措
置状況等（大分県実施分）

循環を基調とする地域社会の構築

大分県環境白書 69



ａ 一律排水基準
一律排水基準は、国が全国一律に設定し

た基準であり、このうち有害物質（健康項
目）については、平成１３年７月１日にほう
素及びその化合物並びにふっ素及びその化
合物等３項目が追加され、現在２７項目につ
いてすべての特定事業場に適用されている。
また、その他の項目（生活環境項目）に

ついては１５項目の基準が定められており、
日平均排水量が５０�以上の特定事業場に限
って適用されている。このうち窒素含有量
及びりん含有量の規制は、従来からの指定
湖沼に加えて、平成５年８月から閉鎖性の
高い海域（瀬戸内海、有明海、入津湾）及
びこれに流入する公共用水域に排出する特
定事業場に適用範囲が拡大された。

ｂ 上乗せ排水基準
一律排水基準では、人の健康の保護や生

活環境の保全を図るうえで十分でない公共
用水域については、条例により一律排水基
準よりも厳しい排水基準（上乗せ排水基
準）を設定できるようになっている。本県
においては、昭和４８年３月に佐伯湾水域に
係る上乗せ排水基準を設定したが、瀬戸内
海に流入する汚濁負荷量の削減を図るため、
昭和４９年７月に、この条例を全面的に改正
し、適用区域を瀬戸内海区域に拡大すると
ともに、規制項目もｎ－ヘキサン抽出物質
含有量（油分）を新たに追加した。
更に上乗せ排水基準とＣＯＤに係る第５

次総量規制基準との整合を図るため、平成
１４年１２月に条例を改正し、規制基準を強化
し、対象業種を追加、細分化するとともに、
適用区域を瀬戸内海及び入津に拡大した。

ｃ 生活環境保全条例の規制基準
生活環境保全条例の規制基準は、有害物

質２７項目及び生活環境項目７項目について
一律排水基準と同等の濃度基準を定めると
ともに、ＣＯＤやＳＳ等の生活環境項目８
項目については負荷量基準を定めている。
この基準は、特定工場等については排水量
の多寡を問わずに適用され、特に、負荷量
基準は工場の新増設等により排水量の規模
が大きくなるほど段階的に厳しい基準が適
用される。

４ 水環境の安全性の確保

� 水質事故等に対する措置
有害物質や油類の流出、魚類のへい死等の
水質事故が発生した場合は、平成１６年２月に
策定した水質事故等緊急連絡体制マニュアル
に基づき県及び市町村の関係機関が連携して
迅速に対応し、被害の拡大防止、原因究明、
原状回復等必要な措置を講じている。
平成１６年度は、油類の流出等を原因とする
水質事故３１件、魚類等のへい死９件（うち３
件は水質事故再掲）を通報等により了知した。
いずれも水道利水に対する被害はなかった。

� 地下水の保全
地下水は、一般的に地表水に比べて汚染さ
れにくく、水量が安定し、水質も良好である
ことから、水道水等の生活用水や工業用水な
ど多方面に利用されてきたが、近年、トリク
ロロエチレン等による水質汚濁や過剰な利用
による水位低下、水資源の枯渇等地下水に係
る問題が全国的に顕在化していることが明ら
かになった。
このため、平成元年６月に水質汚濁防止法
が改正され、有害物質を含む水の地下への浸
透の禁止、地下水の水質の常時監視等の規定
が整備された。更に、平成８年６月の水質汚
濁防止法の一部改正により、汚染された地下
水の浄化措置命令に関する規定等が整備され、
平成９年４月１日から施行された。本県では、
昭和５９年度からトリクロロエチレン等を使用
している工場、事業場に対して、その使用状
況等の実態を把握するとともに、周辺の井戸
等の水質調査を実施してきており、こうした
調査の結果を踏まえて事業者に対する規制や
指導、井戸所有者に対する飲用上の指導等を
行っている。
地下水の水質については、健康項目に関し
て人の健康の保護に関する環境基準に基づき
評価されており、平成１６年度には、概況調査
（地域の全体的な地下水質の状況を把握する
調査）９５本、定期モニタリング調査（過去に
基準を超過した井戸等について汚染の経年的
な変化を追跡する調査）３１本計１２６本の井戸
で調査を行った。（資料編 水質表１０、１１）
概況調査については、環境基準を超過した
井戸は、硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素が４本、
ほう素が１本であった。定期モニタリング調
査については、環境基準を超過した井戸は、
テトラクロロエチレンが４本、硝酸性窒素及
び亜硝酸性窒素が６本であった。
環境基準を超過した地下水が確認された場
合には、汚染原因を究明するための現況調査

循環を基調とする地域社会の構築

70 大分県環境白書



等必要な措置を迅速に行い、地域特性に応じ
た適切な対策を進め健康被害を防止するとと
もに、有害物質に関する情報収集、提供に努
め、有害物質を使用等している事業場に対し
て適正な使用・保管管理や地下浸透の防止等
を指導するよう、監視指導体制を充実し、環
境汚染の未然防止を図る。

� 水道の普及状況
ア 平成１５年度末における本県の水道普及率
は、全国平均の９６．９％に対し、８８．８％とな
っている。
普及率の低い要因として、地形が複雑な

うえ、集落が点在しているなどの地理的条
件や水源確保の困難性などによる建設費の
割高等により、市町村の負担が増大するこ
とが考えられる。
一方、現状において、小規模な水道や井

戸・湧水等で生活用水が確保されているこ
となどにより施設整備が遅れている地域も
多く、給水施設を除いた未普及地域人口は
約１１万７千人となっている。

イ 水質検査等維持管理の強化
水道事業者等には、安全で衛生的な水の

供給を確保するため、水道法の規定により、
定期及び臨時の水質検査の実施や水質検査
施設の設置が義務づけられている。
水質基準項目は、平成１５年５月３０日に新
水質基準に関する省令が公布され、改正前
の４６項目から５０項目に拡充強化され、併せ
て、これらを補完するため、２７項目に水質
管理目標が設定された。
水質検査の実施状況は、上水道や公営簡

易水道では問題ないものの、組合営簡易水
道や専用水道、給水施設では十分ではなく、
毎年、各地域毎に開催する水道施設等維持
管理講習会により、水質検査の実施を指導
している。
水道水源の水質監視は、平成５年に策定

した大分県水道水質検査計画に基づき、県
及び関係市町村が水質管理目標設定項目に
ついて検査を実施しており、顕著な汚染等
はない。
また、水質検査施設は、一部の水道事業

体しか設置しておらず、大多数の水道事業
者では、厚生労働大臣登録検査機関に委託
して水質検査を行っている。
安全な水道水の供給を図るため、水質検

査が適正に実施され水道水質の状況を把握
するとともに水質検査体制の整備拡充を図
っていく必要がある。

ウ 水道の計画的整備
本県は、地形が複雑で集落が点在するな
どの地理的状況などから簡易水道や小規模
な水道施設が多く、将来的にはこれらの水
道施設の統合や広域化を図る必要がある。
当面、全国的に見て低位にある水道普及率
の早期向上を図るべく、特に普及率の低い
過疎市町村における水道の普及を促進する
ため、簡易水道等施設整備費国庫補助事業
を実施する市町村に対し、昭和５４年度から
県費による助成を行っている。また、平成
２年度からは、水源開発を目的とした「地
下水試錐事業（テストボーリング）」に対し
ても助成を行っており、これらの支援を背
景に水道の計画的な整備を進めていく中、
１市町村１水道を基本に小規模水道等の公
営水道への統合を推進していくこととする。
なお、水道の整備に当たっては、地震や
渇水に強い水道施設の整備を促進するため、
非常時用貯水槽や停電時用予備電源、水道
事業間相互の連絡管など緊急時対策施設の
整備を図ることとする。また、水道施設の
機能向上・漏水防止対策のために、老朽施
設の改善、建築物の３階以上への直接給水
など給水サービス向上を目指した施設整備
を図ることとする。

５ 閉鎖性水域などにおける水環境の保全

湖沼や閉鎖性が高い海域は、生活排水や産業
排水が流入することで、富栄養化が進行し、ア
オコの繁殖や、赤潮や青潮の発生等により利水
に重大な障害が生じるおそれがある。したがっ
て、これらの水域の水環境を保全するために、
植物プランクトンの栄養塩である窒素や燐の流
入量を削減する等の特別な対策が必要となる。
広域的な閉鎖性水域である瀬戸内海の水質汚
濁を改善するため、昭和５５年度以降、ＣＯＤに
関する総量規制を実施している。総量規制制度
は、環境大臣が定める総量削減基本方針に基づ
いて知事が総量削減計画を策定し、総量規制基
準の設定や下水道整備等の施策を総合的、計画
的に推進することによってＣＯＤ負荷量の削減
を図るものである。
これまでに、第１次（昭和５９年度目標）、第
２次（平成元年度目標）、第３次（平成６年度）、
第４次（平成１１年度）の４次にわたりＣＯＤ負
荷量の総量削減計画を定め、産業排水、生活排

年 度 ８ ９ １０ １１ １２ １３ １４ １５
普及率（％）８７．０８７．５８８．０８８．３８８．６８８．７８８．７８８．８

水道普及の推移
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水等の負荷量の削減対策を実施してきた結果、
本県においては、いずれの総量削減計画におい
ても、その削減目標量を達成している。（資料
編 水質表１３）しかし、瀬戸内海に依然として
環境基準が未達成の水域があることから、平成
１４年７月、平成１６年度を目標年次とする第５次
総量削減計画を策定し、ＣＯＤに加えて、窒素
及びりんの汚濁負荷量の計画的削減を図ること
とした。総量規制基準は瀬戸内海区域の日平均
排水量が５０�以上である指定地域内の特定事業
場に対して適用され、次のような算式で許容さ
れる汚濁負荷量（Ｌ）が求められる。Ｃの値は、
業種や施設の設置時期等に応じてきめ細かく設
定されており、この値を段階的に強化すること
により汚濁負荷量の削減を図っていく仕組みと
なっている。なお、総量規制基準の遵守状況を
把握するため、指定地域（瀬戸内海に接続する
流域）内の事業場には汚濁負荷量の測定・記録
が義務付けられている。

Ｌ＝Ｃ×Ｑ
Ｃ：特定排出水のＣＯＤ、全窒素及び全りん

濃度
Ｑ：特定排出水の最大水量

この総量削減計画の達成状況を把握するため、
毎年、発生負荷量管理等調査により、ＣＯＤ発
生負荷量の調査を実施しており、第５次総量削
減計画の実施に合わせて、窒素及びりんについ
ても平成１４年度以降の実績について調査を実施
している。
なお、瀬戸内海の環境保全に係る施策を総合

的かつ計画的に推進するために、瀬戸内海環境
保全特別措置法及び国が定めた基本計画に基づ
き、昭和５６年７月に瀬戸内海の環境保全に関す
る大分県計画を策定した。その後総量削減計画
の段階的な見直しに伴い、昭和６２年１２月、平成
４年６月、平成８年７月及び平成１４年７月に大
分県計画の変更を行った。（資料編 表水質１４）
九州最大の閉鎖性海域である有明海について

は、近年深刻なノリの不作や貝類の不漁等の問
題が生じたことを契機として、豊富な水産資源
を回復するために水質環境改善を目的とする法
律（「有明海及び八代海を再生するための特別措
置に関する法律」）が整備された。大分県は有明
海に接していないが、流入河川である筑後川の
大きな流域があることから、関係県として有明
海の環境改善に資する施策を総括し、平成１５年
３月に「有明海の再生に関する大分県計画」を
策定した。

６ 水環境の保全に関する調査研究の推進

公共用水域及び地下水の水質に係るデータベ
ースを構築し、データ解析・調査研究を推進す
ることにより、水環境保全に係る施策の立案や
環境影響評価等に活用する。

７ 生活排水対策の推進

人口の都市集中と産業の発展に伴い発生する
汚水量の増加は、生活環境の悪化をもたらすと
ともに、海や川などの水質汚濁の主要な原因の
一つとなっている。このため、汚水処理施設の
整備を促進し、周辺環境の改善、公共用水域の
水質保全に努めている。

� 生活排水対策基本方針
県では、平成１７年３月に、大分県生活環境
の保全等に関する条例に基づき、「大分県生
活排水対策基本方針」を策定した。
この方針は、生活排水対策の重要性に鑑み、
「きれい」な水環境を創造し、次の世代に引
き継ぐために、県民、市町村及び県が適切な
役割分担のもとに連携し、生活排水による河
川等の水質汚濁の防止を図る施策を総合的、
計画的に実施するため、県としてなすべき基
本的な事項について定めている。
特に、下水道の日の９月１０日から１０月１０日
までの１カ月間を「生活排水きれい推進月
間」とし、各種啓発活動を集中的に行うこと
としている。
基本方針の概要については、次のとおりで
ある。
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� 生活排水処理施設の整備
県では、平成１６年３月に、効率的・計画的
な生活排水処理施設整備のための「大分県生
活排水処理施設整備構想」を策定して生活排
水処理対策を推進しており、本県の平成１６年
度末現在の生活排水処理率は５８．６％となって
いる。

ア 公共下水道の推進
�ア 公共下水道の事業実施・整備状況

現在１０市２町で公共下水道事業を実施
しており、すでに供用を開始している。
また、特定環境保全公共下水道事業は、

７市町が事業を実施中で、すでに１１市町
村で供用を開始している。

�イ 公共下水道普及促進の施策
下水道の整備を促進するため、下水道

事業を実施している市町村に対し、県費
助成制度である「下水道整備緊急促進事
業」により、財政負担の軽減を図ってい
る。
さらに、財政力が弱く一定条件を満た

す過疎町村に対して、終末処理場や幹線
管渠を県が代行して建設する「下水道県
過疎代行事業」を平成４年度から実施し
ており、現在、豊後高田市（旧真玉町、
旧香々地町）の２町で実施中である。
また、近接する市町村が共同して経済

的かつ効率的に下水道を管理するいわゆ
る「下水道船団方式事業」を平成６年度
から杵築市と東国東郡で、平成１０年度か
ら臼杵市（旧野津町）と豊後大野市（旧
大野町）で実施中である。
今後は、未着手市町村が下水道事業に

早急に取り組めるよう、県としても普及

啓発に努める。

イ 農業集落排水事業の推進
公共用水域の水質保全を図るとともに、
農村の生活環境の改善を図り、活力ある農
村社会の形成を図るため、農村集落におけ
るし尿、生活雑排水などを処理する施設の
整備を行うもので、県下では昭和５９年度か
ら取り組んでいる。

ウ 漁業集落排水事業の推進
近年、漁業集落からの家庭排水等による
港内汚濁が進行しており、漁業活動への影
響が懸念されることから、漁港及び周辺水
域への汚濁負荷の軽減と漁村の生活環境改
善を図るため、汚水処理に必要な施設の整
備として、漁業集落排水事業に取り組んで
いる。

区 分 県 民 の 役 割 市 町 村 の 役 割 県 の 役 割
普及・啓発 ・家庭及び地域での生活排水対

策の実践
・生活排水対策の普及・啓発
・生活排水対策の啓発に携わる
指導員の育成

・県民運動の推進等による生活
排水対策の普及啓発

施設の整備 ・生活排水処理施設への早期接
続・設置

・単独処理浄化槽から合併処理
浄化槽への転換

・生活排水処理施設の整備
・生活排水処理施設への接続の
促進

・生活排水対策に係る広域にわ
たる施策の策定

・市町村等が実施する生活排水
処理施設整備への支援・調整

施設の維持
管 理

・浄化槽及び排水設備の適正な
維持管理

・生活排水処理施設の適正な維
持管理

・生活排水処理施設の適正な維
持管理の指導

そ の 他 ・生活排水対策に関する情報の
収集及び提供

・生活排水対策に関する調査研
究及び処理技術の開発

県民・市町村・県の役割
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エ 浄化槽の普及促進
浄化槽は、個別処理の生活排水処理施設

として重要な役割を担っている。
県では、国庫補助事業の実施に伴い、平

成元年度から浄化槽の設置整備に対する補
助制度を創設し、さらに平成１５年度からは、
浄化槽市町村整備推進事業を補助対象とし、
個人設置型と併せて市町村設置型浄化槽の
普及を推進している。
この補助制度による浄化槽の設置基数は、

下図のとおりであり、平成１６年度には２７市
町村（旧５７市町村）で２，２３０基が設置され
た。（国庫補助では２，９１９基）

図 浄化槽設置整備事業補助基数の推移

市町村名 処理区名 事業着手
年 度

処理人口
供用開始
年月日 備 考全体計画

（千人）
現 況
（人）

公

共

下

水

道

大 分 市

稙 田 Ｓ４７～ ９９．００ ６６，６９２ Ｓ４８．１２．１
中 央 Ｓ４８～ １２５．００ ６５，７５０ Ｓ５２．１０．１
東 部 Ｓ４１～ １５７．００ ７０，６５３ Ｓ４４．９．１
大 在 Ｓ５２～ ８７．００ １７，６７４ Ｈ２．４．１
南 部 Ｓ６０～ ４２．００ １１，２６２ Ｈ４．４．１
計 ５１０．００ ２３２，０３１

別 府 市 別 府 Ｓ３５～ １１８．００ ７２，７２１ Ｓ３７．１１．２６
中 津 市 中 津 Ｓ５３～ ６９．６０ ２３，６６７ Ｓ６１．４．１
日 田 市 日 田 Ｓ４８～ ５５．５０ ４１，４８１ Ｓ５６．４．１
佐 伯 市 佐 伯 Ｓ５１～ ４２．６０ １７，７８８ Ｓ６２．４．１
臼 杵 市 臼 杵 Ｓ５２～ ２８．２０ １４，６５９ Ｓ５８．７．１
津 久 見 市 津 久 見 Ｓ５１～ １９．２０ １０，４４３ Ｈ４．３．３１
豊後高田市 豊 後 高 田 Ｓ５１～ ２１．２０ ７，４９１ Ｈ５．３．３１
杵 築 市 杵 築 Ｈ５～ １３．１０ ５，１１１ Ｈ１２．３．３１
宇 佐 市 四日市・駅川 Ｓ５９～ １４．４０ １２，８４１ Ｈ４．３．３１
国 東 町 国 東 Ｈ５～ ６．９０ ４，１６５ Ｈ１０．３．３１
日 出 町 日 出 Ｓ５１～ ２２．７０ １０，５９３ Ｓ６１．４．１
計 ９２１．４０ ４５２，９９１

特

定

環

境

保

全

下

水

道

中 津 市 三 光 Ｈ７～Ｈ１４ ２．８０ ２，７５０ Ｈ１１．４．２１ 完了事業（中津処理区へ）
日 田 市 大 山 Ｈ１０～ ２．２０ １，０４７ Ｈ１４．１０．１
佐 伯 市 鶴見他１処理区 Ｈ５～Ｈ１５ ５．２０ ４，４６１ Ｈ９．３．３１ 完了事業
臼 杵 市 野 津 Ｈ５～ ３．３０ １，５６７ Ｈ１３．３．３０

豊後高田市
真 玉 Ｈ１３～ ２．３０
香 々 地 Ｈ１３～ ２．００

宇 佐 市 安 心 院 Ｈ５～ ２．２０ １，４４１ Ｈ１３．３．３０
豊後大野市 田 中 Ｈ８～Ｈ１６ １．６０ １，２２８ Ｈ１２．３．３１ 完了事業
国 見 町 伊 美 Ｈ５～Ｈ１４ ２．２０ １，８８２ Ｈ１０．３．２７ 完了事業
姫 島 村 姫 島 Ｈ４～Ｈ１２ ２．８０ ２，２７４ Ｈ８．３．３１ 完了事業
武 蔵 町 武 蔵 東 部 Ｈ３～ ５．８０ ４，０７５ Ｈ９．３．２０
安 岐 町 安 岐 Ｈ４～ ８．００ ４，７９２ Ｈ１１．３．３１
山 香 町 山 香 Ｈ５～ ３．４０ １，８６２ Ｈ１３．３．３０
計 ４３．８０ ２７，３７９

公共下水道実施市町村一覧表 （平成１７年３月３１日現在）
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� 生活排水対策重点地域の指定
水質汚濁防止法の規定に基づき、平成３年

度に大分市と湯布院町、平成４年度に中津市
と臼杵市、平成５年度に竹田市、平成９年度
に佐伯市、平成１１年度に三重町を生活排水対
策重点地域に指定した。

市町村名 処理区名 事業着手
年 度

処理人口（人）
供用開始
年 月 日 備 考全体計画

（定住人口）
現 況

（定住人口）

大 分 市
市 尾 Ｈ１３～ ６３５ ６３５
吉 野 Ｈ５～Ｈ１２ １，６３０ １，４２５ 完了事業

中 津 市
三 光 Ｈ１５～ ２，２８０ １，９８３
平田他６地区 Ｈ４～Ｈ１５ ３，４１０ ３，３８９ 完了事業

日 田 市
大 明 Ｈ１３～ ２６２６ ２６２６
三 ノ 宮 Ｈ６～Ｈ９ １０１３ ９６３ 完了事業

佐 伯 市
切 畑 Ｈ１５～ ２，０８３ ２，０２３
久留須他９地区 Ｓ５９～Ｈ１５ ６４６８ ５８１８ 完了事業

臼 杵 市
深 田 Ｈ９～ １２００ １１９１
王 子 Ｈ６～Ｈ１１ ６８９ ６８０ 完了事業

豊後高田市 臼 野 Ｈ１０～Ｈ１６ ９５１ １，００７ 完了事業

宇 佐 市
御 沓 Ｈ１１～ １８１６ １８１０
山城他４地区 Ｈ６～Ｈ１６ ２８８８ ２８８８ 完了事業

豊後大野市
砂 田 Ｈ１３ ９１７ ９１１
馬場他６地区 Ｓ５９～Ｈ１５ ２９０２ ２８０３ 完了事業

大 田 村 大田他１地区 Ｈ８～Ｈ１５ １，７６４ １，８２０ 完了事業
安 岐 町 朝 来 Ｈ９～ ５９１ ５８６ Ｈ１４．３．３１
日 出 町 原 山 Ｈ４～Ｈ９ ８９５ ９０５ 完了事業
山 香 町 立 石 Ｈ４～Ｈ１２ １，１４１ １，０６０ 完了事業
挾 間 町 三船他１地区 Ｓ６３～Ｈ９ １，０５６ ９８８ 完了事業
庄 内 町 東 長 宝 Ｈ６～Ｈ９ ８７２ ８６８ 完了事業
荻 町 桜 町 Ｈ７～Ｈ１２ １２２２ １１９２ 完了事業
久 住 町 久 住 Ｈ１０～Ｈ１５ ９５７ ９５０ 完了事業

計 ４０，００６ ３８，５２１

市町村名 処理区名 事業着手
年 度

処理人口（人）
供用開始
年 月 日 備 考全体計画

（定住人口）
現 況

（定住人口）

佐 伯 市

福泊・蒲戸 Ｈ６～ ４０４ ３５２ Ｈ１５．３
夏 井 Ｈ１７～ ２４３ ２８３
浪 太 Ｈ１６～ ３６７ ３４５
大 島 Ｈ１７～ ２７１ ２６８ Ｓ６２．４ 改築事業
宮 野 浦 Ｈ１７～ ５１７ ５０２
大島他９地区 Ｓ５９～Ｈ１６ ３，６０４ ２，０１４ 完了事業

臼 杵 市 泊 ヶ 内 Ｈ７～Ｈ１１ ２００ １４３ 完了事業
豊後高田市 松 津 Ｈ６～Ｈ９ １５４ １０６ 完了事業
姫 島 村 大海他２地区 Ｈ５～Ｈ８ ６２０ ４７２ 完了事業
日 出 町 大 神 Ｓ６３～Ｈ６ ９８４ ９１７ 完了事業

農業集落排水事業実施市町村一覧表 （平成１７年３月３１日現在）

漁業集落排水事業実施市町村一覧表 （平成１７年３月３１日現在）

（＊）うち有明・吹浦地区の１，０６０人は公共下水道へ接続
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８ 浄化槽の設置と維持管理

� 浄化槽の設置状況（平成１６年度）

浄化槽の設置基数は、ライフスタイルの多
様化、高度化により便所の水洗化に対する要
望が高まる中で図２－２－２－１コ及び表２
－２－２－１サのとおり、平成１６年度末にお
いては、約１４万７千基、前年と比較するとほ
ぼ同数である。
また、国及び県の合併処理浄化槽の設置整

備補助事業を活用して、平成１６年度には大分
市ほか１０市３５町１０村が設置者に対する補助事
業を実施している。

図２－２－２－１コ 浄化槽設置基数の推移

人 槽

種 類
合 計

５
～
１０

１１
～
２０

２１
～
５０

５１
～
１００

１０１
～
２００

２０１
～
３００

３０１
～
５００

５０１
～
１，０００

１，００１
～
２，０００

２，００１
～
３，０００

３，００１
～
４，０００

４，００１
～
５，０００

５，００１
～

１０，０００

１０，００１
～

単

独

分離接触ばっ気 ４６，５９６ ０４０，６５０ ５，６０５ ２０４ １０３ １９ １３ ０ ２ ０ ０ ０ ０ ０
分 離 ば っ 気 １７，７８５ ０１６，７２７ ９０８ １０４ ３０ １０ ６ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０
散 水 ろ 床 ４ ０ ４ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０
そ の 他 ３０７ ０ ２４３ ４６ １３ ４ ０ １ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０
小 計 ６４，６９２ ０５７，６２４ ６，５５９ ３２１ １３７ ２９ ２０ ０ ２ ０ ０ ０ ０ ０

合

併

分離接触ばっ気 １，６３７ ４０８ ４２０ ７６２ ２２ １８ １ ５ １ ０ ０ ０ ０ ０ ０
嫌気ろ床接触ばっ気 ２０，２７７１９，６４４ ４４２ １７４ ７ ４ １ ２ ３ ０ ０ ０ ０ ０ ０
脱窒ろ床接触ばっ気 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０
回 転 板 接 触 ２ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ２ ０ ０ ０ ０ ０
接 触 ば っ 気 ２，６０６ ０ ６９ ２５ １，０８０ ８４０ ３３０ １８５ ５２ １８ ７ ０ ０ ０ ０
散 水 ろ 床 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０
長時間ばっ気 ２８９ ０ １ ０ １９ ４７ ６１ ７８ ３９ ２６ ９ ５ １ ２ １
標準活性汚泥 ５ ０ ０ ０ １ ２ １ ０ ０ １ ０ ０ ０ ０ ０
接触ばっ気・砂ろ過 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０
凝 集 分 離 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０
接触ばっ気・活性炭 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０
凝集分離・活性炭 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０
硝 化 液 循 環 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０
３次処理脱窒・脱燐 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０
そ の 他 １６，４５６１４，９２５ ５３３ ７７０ １１４ ４２ ２５ １８ １９ １０ ０ ０ ０ ０ ０
小 計 ４１，２７２３４，９７７ １，４６５ １，７３１ １，２４３ ９５３ ４１９ ２８８ １１４ ５７ １６ ５ １ ２ １
合 計 １０５，９６４３４，９７７５９，０８９ ８，２９０ １，５６４ １，０９０ ４４８ ３０８ １１４ ５９ １６ ５ １ ２ １

人 槽

種 類
合 計

５
～
２０

２１
～
１００

１０１
～
２００

２０１
～
３００

３０１
～
５００

５０１
～
１，０００

１，００１
～
２，０００

２，００１
～
３，０００

３，００１
～
４，０００

４，００１
～
５，０００

５，００１
～

１０，０００

１０，００１
～

単

独

腐 敗 型 １４，７６７１２，００２ ２，２８９ ３７９ ５９ ３４ ４ ０ ０ ０ ０ ０ ０
ば っ 気 型 ２５，６９５２１，８４８ ３，５１８ ２４５ ４９ ３２ ３ ０ ０ ０ ０ ０ ０
そ の 他 ４１９ ３１３ ９１ １１ ３ １ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０
小 計 ４０，８８１３４，１６３ ５，８９８ ６３５ １１１ ６７ ７ ０ ０ ０ ０ ０ ０

合

併

散 水 ろ 床 ３ ０ １ １ ０ ０ １ ０ ０ ０ ０ ０ ０
活 性 汚 泥 ３６５ ３ ４２ １６１ ５４ ６３ ２４ １１ ４ ２ ０ １ ０
そ の 他 ４４ ０ １６ ７ ８ ６ ３ ３ １ ０ ０ ０ ０
小 計 ４１２ ３ ５９ １６９ ６２ ６９ ２８ １４ ５ ２ ０ １ ０
合 計 ４１，２９３３４，１６６ ５，９５７ ８０４ １７３ １３６ ３５ １４ ５ ２ ０ １ ０

人 槽

種 類
合 計

５
～
２０

２１
～
１００

１０１
～
２００

２０１
～
３００

３０１
～
５００

５０１
～
１，０００

１，００１
～
２，０００

２，００１
～
３，０００

３，００１
～
４，０００

４，００１
～
５，０００

５，００１
～

１０，０００

１０，００１
～

単 独 １０５，５７３９１，７８７１２，７７８ ７７２ １４０ ８７ ７ ２ ０ ０ ０ ０ ０
合 併 ４１，６８４３６，４４５ ３，０３３ １，１２２ ４８１ ３５７ １４２ ７１ ２１ ７ １ ３ １

計 １４７，２５７１２８，２３２１５，８１１ １，８９４ ６２１ ４４４ １４９ ７３ ２１ ７ １ ３ １

表２－２－２－１サ 浄化槽の規模別・種類別設置状況（１６年度末現在）
� 旧構造基準適用のもの（昭和５６年７月建設省告示１２９２号前）

� 新構造基準適用のもの（昭和５６年７月建設省告示１２９２号後）

単独と合併の計

循環を基調とする地域社会の構築

76 大分県環境白書



� 合併処理浄化槽の設置の推進
平成１２年６月の浄化槽法改正（平成１３年４
月１日施行）により、単独処理浄化槽の新設
は原則廃止された。また、あわせて既設単独
処理浄化槽についても合併処理浄化槽へと転
換するよう努力義務が設けられた。こうした
状況の中で既設単独処理浄化槽の廃止に向け
て市町村、関係業界と連携しつつ、啓発等の
取り組みを進めている。

� 浄化槽の維持管理に関する指導

ア 立入検査等
浄化槽法においては、浄化槽管理者等に

対して浄化槽が適正に管理等されるよう、
法律の施行に必要な限度において立入検査
等ができることとされており、平成１６年度
は７１７件、保健所職員が立入検査を行った。
浄化槽の保守点検業者については、「浄

化槽の保守点検業者の登録に関する条例」
に基づき適正な保守点検業務の指導をして
おり、平成１６年度末現在の登録業者数は１２５

業者となっている。
また、浄化槽法に基づく知事指定検査機
関（財団法人大分県環境管理協会）によっ
て、法第７条及び法１１条の規定による浄化
槽の外観、機能及び水質等に関する検査が
実施されている。

イ 法定検査
浄化槽は、適正に設置されているか（７
条検査）、保守点検・清掃が適正に実施さ
れているか（１１条検査）を確認するため、
知事指定検査機関（財団法人大分県環境管
理協会）の検査を受けなければならないこ
とになっている。
平成１６年度の法定検査受検状況は、表２
－２－２－１シのとおりで、７条検査の実
施率は、平成１６年度中検査対象となった
４，２３６基中４，０６８基で９６％、また１１条検査は
１４４，６１９基中２５，８６８基で１７．９％と低く、ま
た検査結果については表２－２－２－１ス
のとおりで、不適正件数が７条検査で５６基、
１１条検査で６６７基となっている。

検査区分

保健所

７ 条 検 査 １１ 条 検 査

件数
判 定

件数
判 定

適正 おおむね適正 不適正 適正 おおむね適正 不適正
国 東 保 健 所 １６２ １０６ ４８ ８ ６７１ ５６１ ９１ １９
中 央 保 健 所 １６６ ９３ ７２ １ ７７４ ５６９ １７７ ２８
日 出 支 所 ２４０ １４７ ９２ １ ９２１ ６８７ ２００ ３４
大 分 郡 支 所 ２５９ １７０ ８５ ４ １，３０３ １１０３ １５９ ４１
臼 杵 保 健 所 ２３６ １３５ ９６ ５ １，２５５ ９８４ ２２４ ４７
佐 伯 保 健 所 ４６２ ２９７ １５６ ９ ３，６１６ ２７２９ ７５４ １３３
三 重 保 健 所 ２１９ １６６ ５２ １ ２，１２２ １８４７ ２３８ ３７
竹 田 保 健 所 １８６ １２１ ６３ ２ １，５２０ １２２０ ２５３ ４７
日 田 玖 珠 保 健 所 ２０５ １４４ ６１ ２，２８５ ２０５５ ２０５ ２５
玖 珠 支 所 ２２４ １３４ ８６ ４ １，０７８ ９０６ １５４ １８
中 津 保 健 所 ３３１ ２３６ ９４ １ ２，４４７ １９７５ ４５０ ２２
宇 佐 保 健 部 ２８６ １９６ ９０ ２，１７６ １６６４ ４５９ ５３
高 田 保 健 部 １０８ ８３ ２４ １ ７３９ ５９６ １３１ １２
大 分 市 保 健 所 ９８４ ６４０ ３２５ １９ ４，９６１ ３９５７ ８５３ １５１

計 ４，０６８ ２，６６８ １，３４４ ５６ ２５，８６８ ２０，８５３ ４，３４８ ６６７

管理依頼
判 定

備考
適正 おおむね適正 不適正 計

有 ２，６６５ １，０３５ ４１ ３，７４１
無 ３０８ １５ ３２３

自 主 管 理 ３ １ ４
不 明 ０
計 ２，６６８ １，３４４ ５６ ４，０６８

管理依頼
判 定

備考
適正 おおむね適正 不適正 計

有 ２０，８００ ３，８６０ ４６６２５，１２６
無 ４４６ １９６ ６４２

自 主 管 理 ５３ ４２ ５ １００
不 明 ０
計 ２０，８５３ ４，３４８ ６６７２５，８６８

表２－２－２－１シ 検査実施件数 （平成１６年度）

表２－２－２－１ス 維持管理別判定結果
７条検査 １１条検査
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ウ 今後の方針
浄化槽の法定検査は、浄化槽対策を進め

る上で必要な検査であることから、浄化槽
管理者に対し啓発、指導を強化し受検の促
進を図ることとしている。

９ 漁場環境保全の現況と対策

� 赤潮・貝毒及び油濁の発生状況
赤潮については、豊後水道を中心に１５件が
確認され、その状況は下表のとおりである。
確認されたプランクトンは９属１４種で、この
うちヘテロシグマアカシオが最多の３回発生
している。漁業被害は３件発生し、養殖カン
パチ等がへい死する被害を受けた。
貝毒については、平成１１年に佐伯市蒲江森
崎地先のムラサキイガイから規制値を超える
貝毒が検出され、出荷・採捕の自主規制が行
われているが、この措置は１６年度も継続して
行われている。その他二枚貝の新たな毒化に
ついては、確認されていない。
油濁については、平成１６年１２月に、松山沖

２０㎞の伊予灘においてパナマ船籍のタンカー
が爆発・沈没し、燃料油が流出した。その一
部が豊後水道へ流入したものの、漁業被害等
は発生しなかった。

� 漁業公害調査と指導
海洋水産研究センター及び同浅海研究所、

内水面研究所により、海面１０定点、内水面３
定点において水温、ｐＨ、ＤＯ等の定期観測
を行うとともに、県漁協１１支店に協力を依頼

して環境情報の提供を受けるなど漁場環境の
監視、情報収集等を行った。

� 赤潮情報交換と予察
赤潮の発生に伴う漁業被害の防止と軽減を
目的に、連絡体制の整備を行うとともに、市
町村、漁協等を対象とした研修会を開催した。
また、赤潮発生機構の解明を図るため、海
洋水産研究センター及び同浅海研究所により、
プランクトンの発生状況、水質等に関する定
期調査を実施した。過去に大きな漁業被害を
もたらしたプランクトンについては、水産庁
の委託事業により関係各県と共同で調査研究
を実施した。

� 沿岸漁場保全対策
生活関連廃棄物の堆積等により効用の低下
している沿岸漁場の生産力を回復させるため、
水産庁の補助事業を導入し、漁場の保全対策
を講じている。

ア 漁場クリーンアップ事業（非公共）
平成１６年度は、５市町村で漁場１７，０８８ha
の清掃を実施した。

イ 漁民の森づくり活動推進事業（非公共）
豊かな漁場を維持するうえで、重要な役
割を果たす森林を育成保護するため、植樹、
下刈り等を実施した。
平成１６年度は、５地区で４，５３０本の広葉
樹を植樹した。

発生時期 発 生 海 域 赤 潮 構 成 種 漁業被害の有無
６／１ 別府湾南部 ヘテロシグマアカシオ 無
６／８－６／２３ 豊後水道（猪串湾） プロロセントラムデンタータム 無
６／８－７／６ 豊後水道（入津湾） セラチウムフルカ 無
６／２２－７／１ 周防灘南部 シャットネラアンティカ／マリーナ 無
７／１５－７／２３ 豊後水道（入津湾） ヘテロシグマアカシオ 無
７／２０－８／２５ 豊後水道（猪串湾） ギムノディニウムミキモトイ 有
７／２４－７／２７ 別府湾 ノクチルカシンチランス 無
７／２９－７／３０ 豊後水道（津久見湾） ノクチルカシンチランスイ 無
８／５－８／１２ 豊後水道（入津湾） ヘテロシグマアカシオ 無
８／５－８／２７ 豊後水道（入津湾） オドンテラモビリエンシス 有
８／２７－９／２ 豊後水道（入津湾） ゴニオラックスポリグラマ 無
９／２－９／８ 豊後水道（入津湾） プロロセントラムシグモイデス 無
９／１４－９／１５ 豊後水道（佐伯湾） メソディニウムルブラン 無
１２／１３－１２／２４ 豊後水道（入津湾） シャットネラベルキュローサ 有
２／２８－３／１ 豊後水道（入津湾） ギムノディニウムサンクイナム 無

表 赤潮発生状況 （平成１６年度）
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１０ 公害被害の救済の状況

ア 制度の沿革
公害による健康被害者については、「公

害健康被害の補償等に関する法律」で保護
されているが、大分県は、この法律の適用
を受ける地域として指定されていない。
しかし、県は独自に、原因者が不明の公

害による被害の救済を図るために、昭和４８
年１２月に、「大分県公害被害救済措置条例」
を制定するとともに、大分県公害被害救済
等基金を設置した。この制度では、大気汚
染による健康被害及び水質汚濁による漁業
被害を救済の対象としているが、健康被害
については、条例の適用を受ける地域を指
定していないので、具体的に運用されたこ
とはない。
漁業被害については、県の沿岸海域を救

済対象地域とし、救済制度の適用を受ける
漁業被害の原因を、油濁、赤潮、水質又は
底質の悪化及び有害物質の蓄積の４種類に
限定している。救済の対象者は、これらに
より被害を受けた漁業者又は漁業協同組合
である。
なお、漁業被害の救済対象のうち油濁被

害については、昭和５０年３月に「財団法人

漁業油濁被害救済基金」が設置され、被害
の救済が図られるようになり、この基金の
適用を受けるものは、これに移行した。
また、異常かつ長期間にわたる赤潮被害
対策として、昭和５２年３月に「大分県公害
被害救済等基金条例」等の一部を改正し、
赤潮の発生に伴う漁業環境保全事業及び赤
潮被害緊急防止事業に対して補助金を交付
できることとした。

イ 基金の運用
公害被害救済等基金は、当面、漁業被害
に係る救済事業を行うため、昭和４９年度以
降、県、沿岸市町村（２２市町村）及び関係
企業（沿岸部市町村に立地する主要企業）
からの拠出金により積立てを行ってきたが、
昭和６０年度には目標額の５億円に達し、現
在では、その果実で運用している。

ウ 漁業被害の救済の状況
公害被害救済等基金による漁業被害補填
状況、赤潮被害対策事業の補助金の交付状
況は表２－２－２－１セ、表２－２－２－
１ソに示すとおりであり、これまでに約１９４
百万円の被害補填、約５百万円の補助金の
交付を行っている。

年度 被害発生期間（月日） 関係漁協数 申請件数 申請被害額（千円） 補填額（千円）
５０ ５．２５～６．３ ６ ２６３ １３，５１１ １０，１６２
５１ ５．２４～９．１２ ７ ２１７ ３８，９７８ ２４，２３５
５２ ５．１２～７．１ １ ９６ ９，４１４ ８，０６５
５４ ８．１３～８．２３ ３ ３ １２３，７９０ ２７，１００
５６ ６．９～６．２８ ７ ５８９ ６９，２７１ １４，８５５
５７ ７．２６～８．２ １１ １３９ ２５５，７８３ １６，９９３
６０ ７．１１～８．１９ ２６ ４９９ ４８６，３７３ ５６，７９３
６１ ７．１９～８．２ ６ ６７ ３５，００３ ８，４９０
元 ８．４～８．１９ ３ ６９ ３１，０４１ １２，１９９
３ １０．１８～１０．１９ １ １ １７，４０３ ６，０２１
９ ７．１６～７．２５ １ ３ ４，５１８ ２，６２３
１０ ８．１６～８．２２ ２ ２ １，４３２ １，０３１
１３ ７．２９～８．１ ２ １２ １５２，８１６ ５，１５３
１５ ８．７～８．９ １ １ １，４９６ ６６７
合計 ７７ １，９６１ １，２４０，８２９ １９４，３８７

年度 被害発生期間（月日） 関係漁協数 申請件数 申請被害額（千円） 補填額（千円）
６０ ７．１６～８．１３ ２ ３ １，３００ １，３００
６１ ７．３～８．２１ ３ ４ １，０８５ １，０８５
元 ８．３１～９．６ ２ ２ １，９１９ １，９１９
１０ ８．１３～８．２３ １ ２ ８０６ ８０６
合計 ８ １１ ５，１１０ ５，１１０

表２－２－２－１セ 漁業被害の補填状況 （昭和４９年度～平成１６年度）

備考 上記の表に記載のない年度は、被害額の申請がなかった。

表２－２－２－１ソ 赤潮被害対策事業の補助金交付状況 （昭和５２年度～平成１６年度）

備考 上記の表に記載のない年度は、補助金の交付申請がなかった。
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第２項 土壌環境保全対策等の推進

近年、土壌汚染対策の確立を求める社会的要請
が強まる中、人の健康の保護と環境の保全を確保
するため、土壌汚染の状況の調査、土壌汚染に係
る指定区域の指定等を内容とする「土壌汚染対策
法」が、平成１５年２月１５日から施行された。本県
では、同法の適切な施行を図るため、平成１４年６
月に環境省が策定した「土壌汚染のリスク情報管
理マニュアル」に基づいて、土壌汚染の可能性の
ある土地等について、リスク情報の収集、管理を
行うとともに、有害物質使用特定事業場の実態把
握を行った。
なお、平成１７年３月３１日現在、県内には同法に

基づく指定区域はないが、土壌汚染の実態が確認
された場合は、汚染の状況に応じて、土壌の浄化、
汚染物質の封じ込めや地下水のモニタリングを汚
染原因者に指導するなど、適切な対策の実施に努
める。
また、農用地の土壌汚染については、「農用地

の土壌の汚染防止等に関する法律」によりカドミ

ウム、銅及び砒素が特定有害物質として定められ
ており、必要に応じて土壌汚染防止対策を実施し
ている。
県内では、長谷緒地域（豊後大野市緒方町）が
昭和５８年３月に「農用地土壌汚染対策地域」に指
定されたが、昭和６１年度から平成２年度まで公害
防除特別土地改良事業を実施し、確認調査結果に
基づき、平成６年３月に対策地域指定が解除され
たので、現在、県内には指定地域はない。
地盤沈下については、「工業用水法」及び「ビ
ル用水法」により、地下水の採取規制が行われて
きたが、未然防止の面からは十分でなく地盤沈下
とこれに伴う被害が著しく、緊急に防止する必要
のある地域も見られるため、昭和５６年１１月に地盤
沈下防止等対策関係閣僚会議が設置された。その
後、濃尾平野、筑後・佐賀平野及び関東平野北部
については、地盤沈下防止等対策要綱に基づき各
種対策が講じられ今日に至っている。
なお、県内においては、地盤沈下の事例は見ら
れない。

第３節 化学物質による環境汚染の防止

１ ダイオキシン類対策

� ダイオキシン類対策の概況
ダイオキシン類は、工業的に製造する物質

ではなく、廃棄物など物の焼却の過程で非意
図的に発生してしまう物質である。環境中の
濃度は微量であり、通常の生活における暴露
レベルでは、健康影響を生じることはないが、
発ガン性や催奇形性を有することから、適切
な対応が求められている。
このため国においては、平成１１年３月のダ

イオキシン対策関係閣僚会議において、平成
１４年度までにダイオキシン類の排出総量を平
成９年に比べて約９割削減することを目標と
する「ダイオキシン対策推進基本指針」を策
定した。さらにダイオキシン対策の一層の推
進を図るため、平成１１年７月に「ダイオキシ
ン類対策特別措置法」を制定、平成１２年１月
から施行された。法では、耐容１日摂取量（ヒ
トが一生涯にわたり毎日摂取し続けても健康
に対する有害な影響がないと判断される１日
当たりの摂取量）や大気、水質、土壌の環境
基準が定められるとともに、廃棄物焼却炉等
の排出ガス・排出水の規制基準、汚染土壌等

に関する措置等が定められた。
県では、ダイオキシン類の主要な発生源で
ある廃棄物焼却炉の排出抑制を図るため、平
成９年度から市町村等のごみ焼却施設等に対
する削減指導、平成１０年度からは大気、底質
等における環境汚染の実態調査を行うととも
に、平成１１年度には、ダイオキシン類分析室
と分析装置を衛生環境研究センターに整備し
た。さらに、法の規制対象である産業廃棄物
焼却炉や小型廃棄物焼却炉に対して、特定施
設の使用届出等を受理するとともに、平成１２
年度から、設置者による排出ガス等に含まれ
るダイオキシン類の測定結果の報告を受け、
これを公表している。また、平成１４年１２月に
特定施設の排出ガス基準が強化されたため、
新基準に適合するよう、廃棄物焼却炉の指導
を強化した。
また、平成１２年度から、廃棄物焼却施設の
周辺地域や一般の環境における大気、河川、
海域、土壌等について総合的に調査を実施し、
公表している。
これらの対策の結果、平成１５年の全国での
ダイオキシン類の排出量は平成９年に比べ、
９５％が削減された。
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� 環境の概況
県下のダイオキシン類汚染の実態を把握す

るため、１６年度は県下の大気、河川、湖沼、
海域の水質と底質、地下水及び土壌の一般環
境調査及び発生源周辺環境調査を実施した。
環境基準を表２－２－３ａに示す。なお、大
分市内の調査は、大分市が実施した。

ア 大 気
県下の６市１町１０地点において大気中の

ダイオキシン類の調査を実施した。
各調査地点ごと、年４回の平均値を資料編
表大気１１�大気アに示す。
各地点の平均値は、０．００１５～０．０４７pg-
TEQ/N�の範囲内にあり、全調査地点で
大気環境基準値の０．６pg-TEQ/N�を下回
っている。

イ 水 質
１４河川１７地点、１湖沼１地点、５海域５
地点、地下水２２地点において水質調査を実
施した。各地点の測定値は０．０２０～２．８pg-

TEQ/Lの範囲にあり、大分市の１地点を
除いて全ての調査地点で水質環境基準値１
pg-TEQ/Lを下回っていた。超過地点につ
いては大分市が追跡調査を実施。調査結果
は資料編表大気１１�水質イ①②に示す。

ウ 底 質
１２河川１５地点、１湖沼１地点、５海域５
地点において底質調査を実施した。各地点
の測定値は０．０６８～７．８pg-TEQ/gの範囲に
あり、全調査地点で底質環境基準値１５０pg
-TEQ/gを下回っていた。調査結果は資料
編表 大気１１�底質ウに示す。

エ 土 壌
公園等２４地点において土壌調査を実施し

た。各地点の測定値は０．０００３７～１２pg-TEQ
/gの範囲にあり、全調査地点で土壌環境基
準値１，０００pg-TEQ/gを下回っていた。
調査結果は表 資料編大気１１�土壌エに

示す。

� 特定事業場の監視・指導

ア 特定施設の届け出状況
ダイオキシン類対策特別措置法に基づく
特定施設の届出の状況は、表２－２－３ｂ
及び表２－２－３ｃに示すとおり、大気基
準適用施設は９１特定事業場の１１５特定施設、
水質基準適用施設は１４特定事業場の２６特定
施設である。

イ 特定施設設置者による測定結果
ダイオキシン類対策特別措置法では、特
定施設の設置者は、毎年１回以上ダイオキ
シン類の測定を行い、その結果を知事（大
分市内は大分市長）に報告し、知事及び市
長はその結果を公表することとなっている。
１６年度の排ガスの測定結果については８４
施設から報告があり、測定結果は、０～８．９
ng-TEQ/N�の範囲であり、全ての施設で

環境質 基 準 値
大 気 年平均値０．６pg-TEQ/�以下
水 質 年平均値１pg-TEQ/Ｌ
土 壌 １，０００pg-TEQ/ｇ以下
底 質 １５０pg-TEQ/ｇ以下

備 考
１ 基準値基準値は、２，３，７，８－四塩化ジベンゾ

－パラ－ジオキシンの毒性に換算した値
（TEQ）とする。

２ 大気及び水質の基準値は、年間平均値とする。
３ 土壌については、環境基準が達成されている

場合であって、土壌のダイオキシン類の量が
２５０pg-TEQ/g以上の場合には、必要な調査
を実施することとする。

４ 耐容１日摂取量（TDI）は、４pg-TEQ/kg/日
である。

特 定 施 設 の 種 類 特定施設数 特定事業場数

廃棄物焼却炉（焼却能力別）
４，０００㎏／時以上 １０ ５
２，０００㎏／時以上４，０００㎏／時未満 １５ ９
２，０００㎏／時未満 ８６ ７５

焼結鉱の製造用焼結炉 ２ １
アルミニウム合金の製造用溶解炉 ２ １

合 計 １１５ ９１

表２－２－３ａ ダイオキシン類の環境基準

表２－２－３ｂ 大気基準適用の特定施設

（注１）平成１７年３月３１日現在 （注２）特定事業場数には重複がある。
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ダイオキシン類の排出基準に適合していた。
結果値の内訳を表２－２－３ｄに示す。
排出水の測定結果は、４特定事業場から

報告があり測定結果は０．００１３～２．３pg-
TEQ/Lの範囲で、全ての事業場で排水基
準に適合していた。
ばいじん、焼却灰及び燃え殻の測定結果

は、延べ８４施設から報告があり、測定結果
は０～８４ng-TEQ/gの範囲であった。平成
１４年１２月以降は、ダイオキシン類の濃度が
３ng-TEQ/gを超えるものは、特別管理廃
棄物としての処分が必要となっている。（表
２－２－３ｅ、表２－２－３ｆ参照）

２ 化学物質に関する環境調査

人類がこれまでに作り出した化学物質は膨大
な数にのぼり、さらに年々新しい化学物質が開
発されている。これら化学物質は、様々な用途
に有用性を持ち、現代生活のあらゆる面で利用
され、人類の生活の向上に寄与している。その
反面、化学物質の中には、その製造、流通、使
用、処理等のあらゆる過程で環境中に放出され、
環境中での残留、食物連鎖による生物濃縮など
により、人の健康や生態系に有害な影響を及ぼ
すものがある。国においては、平成１２年１２月に
策定された「環境基本計画」において、不確実
性を伴う環境問題の一つとして捉え、その対処
は今日の環境政策の重要な課題であるとされて
いる。国は、昭和４９年度から化学物質環境汚染

特 定 施 設 の 種 類 特定施設数 特定事業場数
カーバイド法アセチレンの製造の用に供するアセチレン洗浄施設 １ １
廃棄物焼却炉から発生するガスを処理する施設のうち

イ－廃ガス洗浄処理施設
１１ ７

〃 ロ－湿式集じん施設灰の ８ １
貯留施設（汚水又は廃液を排出するもの） ３ ３

水質基準対象施設を設置する工場又は事業場から排出される水の処理施設 ３ ２
合 計 ２６ １４

特 定 施 設 の 種 類 施設数 測定結果 基 準 値

廃棄物焼却炉
（焼却能力別）

４，０００�／時以上 １０ ０．００００６５～０．１５ 既設：１ 新設：０．１
２，０００�／時以上４，０００�／時未満 １５ ０ ～３．８ 既設：５ 新設：１
２，０００�／時未満 ５５ ０．０００００１６～８．９ 既設：１０ 新設：５

焼結鉱の製造用焼結炉 ２ ０．０００００７５～０．３１ 既設：１ 新設：０．１
アルミニウム合金の製造用溶解炉 ２ ０．１４ 既設：５ 新設：１

合 計 ８４ －

種 類 規 模（焼却能力） 特定施設数 測 定 結 果

廃棄物焼却炉
４，０００�／時以上 ４ ０．６６ ～１．２
２，０００�／時以上４，０００�／時未満 ９ ０．００８４～４１
２，０００�／時未満 ２４ ０．０００５０～８４

合 計 ３７ －

種 類 規 模（焼却能力） 特定施設数 測 定 結 果

廃棄物焼却炉
４，０００�／時以上 ３ ０．００４７～０．０３
２，０００�／時以上４，０００�／時未満 ７ ０～２．８
２，０００�／時未満 ３７ ０～２．８

合 計 ４７ －

表２－２－３ｃ 水質基準適用の特定施設

（注１）平成１７年３月３１日現在 （注２）特定事業場数には重複がある。

表２－２－３ｄ 排ガス測定結果の報告内容 （単位：ng-TEQ/N�）

表２－２－３ｅ ばいじんの測定結果 （単位：ng-TEQ/ g）

表２－２－３ｆ 焼却灰等の測定結果 （単位：ng-TEQ/ g）
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実態調査により化学物質の一般環境中の残留状
況を調査し、公表してきた。平成１４年度からは、
「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び
管理の改善の促進に関する法律（ＰＲＴＲ法）」
や環境リスク評価等の施策に直結するための初
期環境調査、暴露量調査及びモニタリング調査
が実施されている。本県では、昭和６０年度から
環境庁（当時）の委託を受けて化学物質環境汚
染実態調査を実施しているほか、元年度からは
未規制の化学物質について次のとおり県独自の
調査を実施している。

� 未規制化学物質調査

ア 有機スズ化合物
有機スズ化合物は、船底塗料や漁網への

効果の高い防汚剤として使用されていたが、
昭和６０年度の環境庁調査（生物モニタリン
グ）において、魚介類からトリブチルスズ
化合物が比較的高濃度で検出されたため、
国の関係省庁及び業界団体において昭和６２
年２月以降使用自粛の措置が取られた。更
に昭和６３年４月以降順次、トリブチルスズ

化合物及びトリフェニルスズ化合物が「化
学物質の審査及び製造等の規制に関する法
律」に基づく指定化学物質となり、現在ビ
ス（トリブチルスズ）＝オキシド（ＴＢＴ
Ｏ）が第１種特定化学物質に指定されて解
放系用途への使用が禁止されるとともに、
トリフェニルスズ化合物７物質及びＴＢＴ
Ｏを除くトリブチルスズ化合物１３物質が第
２種指定特定化学物質に指定され、製造輸
入数量等の規制が行われている。
本県においては、平成４年度から海域で
の有機スズ化合物（トリブチルスズ化合物
及びトリフェニルスズ化合物）の調査を実
施しており、平成１６年度の調査結果は表２
－２－３ｇのとおりであり、国が水生生物
の保護の観点から暫定的に設定した目安値
と比較すると、各地点ともこの目安値を超
えたところはなかった。

水 域 名 測定地点
調 査
年 月 日

調査結果（µg/�）
トリブチルスズ
化合物（ＴＢＴ＋）

トリフェニルスズ
化合物（ＴＰＴ＋）

豊 前 地 先 ＳＵＳｔ－６
１６．８．６ ＜０．００３ ＜０．００４
１７．１．６ ＜０．００３ ＜０．００４

国東半島地
先

ＫＳｔ－３
１６．８．４ ＜０．００３ ＜０．００４
１７．１．６ ＜０．００３ ＜０．００４

別 府 港 ＢＳｔ－９
１６．８．３ ＜０．００３ ＜０．００４
１７．２．２ ＜０．００３ ＜０．００４

別府湾中央 ＢＳｔ－１２
１６．８．３ ＜０．００３ ＜０．００４
１７．２．２ ＜０．００３ ＜０．００４

臼 杵 湾 ＵＳｔ－２
１６．７．１２ ＜０．００３ ＜０．００４
１７．１．１７ ＜０．００３ ＜０．００４

津 久 見 湾 ＴＳｔ－１
１６．７．１２ ＜０．００３ ＜０．００４
１７．１．１７ ＜０．００３ ＜０．００４

佐 伯 港
（甲）

ＳＳｔ－２
１６．８．２３ ＜０．００３ ＜０．００４
１７．２．１４ ＜０．００３ ＜０．００４

佐 伯 港
（乙）

ＳＳｔ－９
１６．８．２３ ＜０．００３ ＜０．００４
１７．２．１４ ＜０．００３ ＜０．００４

下 ノ 江
（遠湾）

１７．２．８ ＜０．００３ ＜０．００４

下 ノ 江
（近湾）

１７．２．９ ＜０．００３ ＜０．００４

環境庁が定
めた目安値

公共用水域 ０．０１ ０．０１
船溜、ドック周辺 ０．１ ０．１

表２－２－３ｇ 未規制化学物質調査（有機スズ化合物）

ＴＢＴ＋＝０．８９１×ＴＢＴ塩化物濃度
ＴＰＴ＋＝０．９０８×ＴＰＴ塩化物濃度
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イ ノニルフェノール等
工業用洗剤の原料として使用されている

ノニルフェノールやプラスチックの可塑剤
に含まれる４－オクチルフェノールについ
て、魚類に対する環境ホルモン作用が確認
されたことから、平成１４年度からノニルフ
ェノールを、平成１５年度からは併せて４－
オクチルフェノールの調査を河川において
実施している。平成１６年度の調査結果は、
表２－２－３ｈのとおりいずれも未検出で
あった。

� ＰＲＴＲ制度
平成１１年７月、有害性のある化学物質の環
境への排出量を把握することなどにより、化
学物質を取り扱う事業者の自主的な化学物質
管理の改善を促進し、環境の保全上、化学物
質による支障が生ずることを未然に防止する
ことを目的として、「化学物質の環境への排出
量の把握等及び管理の改善の促進に関する法
律」（ＰＲＴＲ法）が成立し、事業者は都道府
県を経由して化学物質の排出量・移動量を国
に届出ることになった。ＰＲＴＲ（Pollutant
Release and Transfer Register）とは、有
害性のある多種多様な化学物質が、どのよう
な発生源から、どれくらい環境中に排出され
たか、あるいは廃棄物等に含まれて事業所外

に運び出されたかなどのデータを把握、集計
し公表する仕組みであり、ＰＲＴＲ法の対象
化学物質は、人の健康を損なうおそれ又は動
植物の生息もしくは生育に支障を及ぼすおそ
れがあるもので、そのうち届出の対象となっ
ているのは現在３５４物質ある。
環境省は、ＰＲＴＲ制度の円滑な導入に向
けて、平成１２、１３年度の２か年でパイロット
調査を実施し、本県は平成１３年度に当該調査
を実施した。平成１４年度から同法が全面施行
され、１６年度に届出された１５年度の１年間分
については、県内３７８事業所から１１２物質（排
出量合計１５５７．８トン／年、移動量合計１３９１．７
トン／年）であった。

３ 環境リスクの低減及びリスクコミュニ
ケーションの推進

� 農薬危害防止等の対策に係る最近の情勢
農薬は、農業生産の安定を図る上で欠くこ
とのできない重要な資材であるが、その使用
方法を誤ると、人畜、魚介類への被害や残留
による食品、土壌、水質の汚染等、人の健康
や生活環境の保全上問題が生じてくる。
このため、農薬による危被害の防止には諸
般の対策が講じられており、特に農作物、土

測 定
地 点 名

河 川 名
調 査
年 月 日

調査結果（µg/�）
ノニル

フェノール
４‐オクチル
フェノール

下 唐 原
（中津市）

山 国 川 １７．２．２８ ＜０．３ ＜０．３

白 岩 橋
（院内町）

駅 館 川 １７．２．２８ ＜０．３ ＜０．３

永 世 橋
（杵築市）

八 坂 川 １７．２．２８ ＜０．３ ＜０．３

協 心 橋
（玖珠町）

玖 珠 川 １７．２．２８ ＜０．３ ＜０．３

武 宮
（庄内町）

大 分 川 １７．２．２８ ＜０．３ ＜０．３

同 尻 橋
（挾間町）

大 分 川 １７．２．２８ ＜０．３ ＜０．３

府 内 大 橋
（大分市）

大 分 川 １７．２．４ ＜０．３ ＜０．３

白 滝 橋
（大分市）

大 野 川 １７．２．４ ＜０．３ ＜０．３

野 口
（野津町）

大 野 川 １７．２．４ ＜０．３ ＜０．３

百 枝
（三重町）

大 野 川 １７．２．４ ＜０．３ ＜０．３

表２－２－３ｈ 未規制化学物質調査（外因性内分泌かく乱物質）
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（出荷量で推定。農薬要覧（日本植物防疫協会発行）より）

壌の汚染及び水質の汚濁等で問題のある農薬
は、農薬取締法において使用規制を受けるな
ど、安全性について厳しい措置がとられてい
る。
また、農薬取締法は、平成１４年に無登録農

薬販売、使用問題が全国に拡大したことを契
機に平成１５年３月に改正、施行され、農薬の
使用者が遵守すべき基準が法的に定められた。
更に、食品衛生法の改正により全ての農薬に
残留基準値が設定され、農薬が一定量以上含
まれる食品の流通を原則禁止するポジティブ
リスト制度が平成１８年５月までに導入される
予定であり、食の安全に対する対策がさらに
強化される。
県内における単位面積当たりの農薬の使用

量は全国平均より少なく、環境保全型農業の
拡大等により、図２－２－３ｉのとおり漸減
傾向にある。

図２－２－３ｉ １０ａ当たり農薬使用量の推移
（大分県と全国平均の比較）

� 肥料・農薬の低減及び農薬安全使用対策
肥料・農薬の低減及び農薬の適正使用、安

全使用を図るため、県では以下のとおり対策
を実施した。

ア 農産物認証制度の創設
県下全域を対象に肥料、農薬の低減に取

り組んだ。更に、環境保全型農業を推進す
るため、肥料及び農薬を３割あるいは５割
削減して栽培された県内産の農産物を認証
する「ｅ‐ｎａおおいた農産物認証制度」
を県独自に創設した。

イ 農薬危害防止運動の実施
農薬による危害を未然に防止するため、

６月を農薬危害防止運動月間に定め、ラジ
オＣＭやリーフレット等による広報を行う
とともに農業振興普及センター等関係機関
が講習会等において趣旨の徹底を図った。

ウ 農薬の適正使用指導の実施
農薬使用基準の遵守を図るため、各種研
修会を通じて説明するとともに、各地域、
各機関での指導の徹底を行った。

エ 防除指導指針の策定
「大分県主要農作物病害虫及び雑草防除
指導指針」をインターネットによる検索シ
ステムとして公開し、農薬の適正かつ安全
な使用を推進するとともに、関係者へ広く
速やかな情報提供を図った。

オ 大分県農薬指導士の認定
農薬販売業者、防除業者等の農薬取扱者
及び指導者の資質向上と農薬安全使用の促
進を図るため、農薬指導士養成研修及び認
定試験を実施した結果、新たに農業者６７名
を含む２５８名が認定され合計６９８名となった。

カ 農薬指導取締
農薬販売業者や農薬使用者を対象に、農
薬の危害防止や適正流通及び、農薬の適正
使用促進を図るため、必要に応じて立ち入
り調査を行い、農薬の販売、保管管理及び
農薬取締法遵守の徹底に努めた。
また、ゴルフ場業者に対しては、「ゴル
フ場における農薬の安全使用に関する指導
要綱」に基づく指導を行うとともに農薬使
用実績調査を実施した。
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第４節 廃棄物・リサイクル対策

第１項 ３Ｒ（リデュース・リユース・リサイク
ル）の推進

私たちは、これまでの大量生産、大量消費、大
量廃棄型のライフスタイルを見直し、資源やエネ
ルギーの効率的な利用を進める一方で廃棄物の発
生抑制や適正処理などを図り、環境に与える負荷
を極力抑えた「資源循環型」社会への転換を迫ら
れている。
「資源循環型」社会の実現を目指す国の施策と

しては、平成７年６月に「容器包装リサイクル法」
が制定されたのを皮切りに、「循環型社会形成推
進基本法」のほか、循環型社会の形成を促進する
各種の法律が制定・施行されている。
本県においても平成１４年３月に、新たな廃棄物
対策の取組指針として「大分県廃棄物処理計画」
を策定し、３Ｒに沿った取組みを進めているとこ
ろであるが、この取組みを確実に進めるためには、
県民・事業者・行政が役割分担しながら、地域社
会が一体となって取り組むことが必要であるが、
その一つとして、平成１５年度に発足した「ごみゼ
ロおおいた作戦県民会議」ごみ減量・リサイクル

部会の提言を県の施策に反映させている。
また、県民の身近な取組みとして、買い物の際
に買い物袋を持参し、レジ袋等を削減する「マイ
バッグ」運動のキャンペーンを平成１０年度から実
施している。キャンペーンではポスター・チラシ
を小売店等に掲示し、ラジオスポット広告等を行
うとともに、消費者には「マイバッグ宣言」を、
事業者には「マイバッグ・キャンペーン協力宣
言」を寄せてもらい、ホームページで紹介してい
る。
産業廃棄物については、排出量が依然として高
水準で推移していることから、排出抑制やリサイ
クルを促進するための経済的手法や実効性のある
ルールづくりが必要となっている。
九州各県と歩調を合わせて導入に至った産業廃
棄物税は、平成１７年４月１日から徴収が開始され、
循環型社会形成のための目的税としての効果を最
大限に発揮するよう、その税収を活用して、廃棄
物の再資源化などリサイクル等の取組みへの支援、
適正処理の推進、基盤整備の促進に加え、啓発広
報や環境教育の推進などの施策に重点的に取り組
むこととしている。

法 律 名 完全施行年月 主 な 内 容 等
容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等
に関する法律
（容器包装リサイクル法）

Ｈ１２．４
・容器包装の市町村による分別収集
・容器の製造・容器包装の利用業者による再商品
化

循環型社会形成推進基本法 Ｈ１３．１ ・基本的枠組み法
資源の有効な利用の促進に関する法律 Ｈ１３．４ ・リサイクルを推進すべき業種や製品等を指定
特定家庭用機器再商品化法
（家電リサイクル法）

Ｈ１３．４
・廃家電を小売業者等が消費者から引取り
・製造業者等による廃家電の再商品化

国等による環境物品等の調達の推進等に関する
法律（グリーン購入法）

Ｈ１３．４ ・国等が率先して再生品などの調達を推進

食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律
（食品リサイクル法）

Ｈ１３．５
・食品の製造・加工・販売業者が食品廃棄物等の
再生利用を促進

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律
（建設リサイクル法）

Ｈ１４．５
・工事の受注者が建築物を分別解体し、建設廃材
等を再資源化

使用済み自動車の再資源化等に関する法律
（自動車リサイクル法）

Ｈ１７．１

・関係業者が使用済み自動車を引取り、フロンの
回収、解体、破砕

・製造業者等がエアバッグ、シュレッダーダスト
を再資源化、フロンの破壊

循環型社会の形成に向けた法律の施行状況
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第２項 廃棄物の発生抑制と適正処理

１ 廃棄物の発生状況

� 一般廃棄物の現況

ア ごみ処理の現況
平成１７年度に県内で排出されたごみの量
は、表２－２－４－２ａ及び図２－２－４
－２ｂのとおり、１日あたり１，３７４トンと
推計され、前年度と比較して１．６％増加し
ている。
このうち、市町村（一部事務組合を含む）

が処理したごみは、１日あたり１，４２９トン
（排出量の１０４％）となっている。
また、これらのごみを処理するごみ処理

施設は、ごみ焼却施設１４施設（公称処理能
力１，６６２ｔ／日）、粗大ごみ処理施設５施設
（公称処理能力２５４ｔ／日）、粗大ごみ処理
施設以外の資源化を行う施設１０施設（公称
処理能力１８６ｔ／日）及び埋立処分地施設１７
施設（残余容量１，９２０千�）となっている。

イ し尿処理の現況（平成１５年度）
平成１５年度に県内で排出されたし尿の量
は、表２－２－４－２ｃ及び図２－２－４
－２ｄのとおり、１日あたり、１，２２４�と
推計され、これは前年度と比較して４％減
となっている。このうち市町村（一部事務
組合を含む）が処理したし尿は、１日あた
り、１，２２５�（排出量の約１００％）となって
いる。
また、これらのし尿を処理するし尿処理
施設は、２０施設（公称処理能力１，３６６�／日）
である。なお、近年水質汚濁防止の観点か
ら、し尿処理施設の放流水の高度処理を行
う市町村が増加しており、処理水を公共用
水域に放流する２０施設のうち１５施設が高度
処理設備を設けている。

区 分 １１年度 １２年度 １３年度 １４年度 １５年度
計画処理区域内人口（千人） １，２４１ １，２３８ １，２３６ １，２３４ １，２３１
計画処理区域内ごみ排出量（ｔ／日） １，５５６ １，３６２ １，３７３ １，３５３ １，３７４

ご
み
処
理
量

焼 却 １，００５ １，０４７ １，０６３ １，０４９ １，１３７
埋 立 ２９１ １００ ８３ ４０ ３０
高 速 堆 肥 化 １ １ １ ０ ０
そ の 他 ２４１ ２０２ ２１５ ２６１ ２６２

計 （ｔ／日） １，５３８ １，３５０ １，３６２ １，３５０ １，４２９
自 家 処 理 量（ｔ／日） １８ １２ １１ ３ ２
計画処理区域内１人あたりごみ排出量（ｇ） １，２５４ １，１００ １，１１１ １，１０６ １，１１６
１人１日あたりごみ排出量（全国値）（ｇ） １，１１４ １，１３２ １，１２４ １，１１１ －

区 分 １１年度 １２年度 １３年度 １４年度 １５年度
計画処理区域内人口（千人） １，２４１ １，２３８ １，２３６ １，２３４ １，２３１
計画処理区域内し尿排出量（�／日） １，３３３ １，２９１ １，２９５ １，２６９ １，２２４

し
尿
処
理
量

し 尿 処 理 施 設 １，１９９ １，１９２ １，１９５ １，１８７ １，１９６
海 洋 投 入 処 分 ４５ ３０ ３０ ２８ ２９
農 地 還 元 ０ １ １ ０ ０
そ の 他 ０ ０ ０ ０ ０

計 （�／日） １，２４４ １，２２３ １，２２５ １，２１５ １，２２５
自 家 処 理 量（�／日） ８９ ６９ ７０ ５４ ４９

計
画
人
口

下 水 道 人 口（人）３２１，３８１３３２，９６４３４７，８６１３６３，２６２３８７，６７４
コミュニティプラント（人） ８５９ ９２０ ９３４ １，２８６ ２，５５４
浄 化 槽（人）５７５，０１１５８６，９７９５９０，８２３５９２，０５２５８４，１６６

計 （人）８９７，２５１９２０，８６３９３９，６１８９５６，６００９７４，３９４
非 水 洗 化 人 口（人）３４３，６３４３１７，４６３２９６，５４８２４４，１３１２５７，０８９

表２－２－４－２ａ ごみ処理状況の推移 図２－２－４－２ｂ
ごみ処理実績内訳

（平成１５年度）
（ｔ／日）

表２－２－４－２ｃ し尿処理状況の推移 図２－２－４－２ｄ
し尿処理実績内訳

（平成１５年度）
（�／日）
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ウ 一般廃棄物の不法投棄及び苦情処理状況
平成１６年度における県内（大分市を除
く）の一般廃棄物の不法投棄及び苦情処理
の状況は、表２－２－４－２ｅのとおりで
ある。

� 産業廃棄物の現況
平成１３年度に実施した産業廃棄物実態調査
によると、平成１２年度の本県における産業廃
棄物の発生量は７，６８０千トンと推計され、平
成９年度の７，９７７千トンに比べ３．７％減少して
いる。
また、発生量から有償物量の４，０５６千トン

を除いた排出量は３，６２３千トンとなっており、
平成９年度の３，６８４千トンに比べ１．７％減少し
ている。

ア 地域別産業廃棄物排出量
排出量を地域別にみると、大分臼津地域

が最も多く１，７１３千トン（４７．３％）、次いで
県北地域の４７７千トン（１３．２％）、大野直入
地域４６５千トン（１２．８％）、日田玖珠地域４３１
千トン（１１．９％）、別杵速見地域４１３千トン
（１１．４％）、県南地域１２４千トン（３．４％）とな
っている。

イ 業種別産業廃棄物排出量
排出量を業種別にみると、農業が最も多く

１，２３８千トン（３４．２％）、次いで製造業１，１３２千
トン（３１．２％）、建設業７１１千トン（１９．６％）、電
気・水道業４８２千トン（１３．３％）となっており、こ
の４業種で３，５６３千トン（９８．３％）となっている。

ウ 種類別産業廃棄物排出量
排出量を種類別にみると、汚泥が最も多
く１，３２１千トン（３６．５％）、次いで動物のふ
ん尿１，２３６千トン（３４．１％）、がれき類６１９千
トン（１７．１％）、廃酸８９千トン（２．５％）、木
くず８５千トン（２．３％）の順になっており、
この５種類で３，３４９千トン（９２．４％）となっ
ている。

エ 産業廃棄物の処理状況
産業廃棄物の処理状況は、中間処理によ
り１，６５１千トン（４５．６％）が減量化されてお
り、また、１，７２０千トン（４７．５％）が資源化
・再生利用されている。残りの２５１千トン
（６．９％）は最終処分されている。

２ 廃棄物の処理体制の整備

� 一般廃棄物処理体制の整備
ア 一般廃棄物の広域処理の推進
一般廃棄物の適正な処理を図るため、「大
分県ごみ処理広域化計画」に基づき、市町
村におけるごみ処理施設、し尿処理施設、
埋立処分地施設等の一般廃棄物処理施設の
設置整備を促進している。
平成１６年度における市町村等の一般廃棄
物処理施設の整備状況は、表２－２－４－
２ｆのとおりであり、４事業が実施された。

イ 一般廃棄物処理施設に係るダイオキシン
類排出実態調査
焼却施設の排ガス中のダイオキシンの排
出削減は、緊急の課題となっていることか
ら、国では、市町村等が設置しているすべ
ての焼却施設１４施設からのダイオキシンの
排出濃度、基準への適合状況等について把
握を行った。
平成１６年度実績については、表２－２－
４－２ｇのとおりであり、全ての施設にお
いて平成１４年１２月１日からの基準値（１０ng
-TEQ/N�）を下回っている。

� 産業廃棄物処理体制の整備
産業廃棄物の不法投棄や不適正な処理を防
止し、生活環境を保全するためには、監視指
導を強化するとともに処理体制を整備する必
要があり、行政と業界が一体となって、産業
廃棄物排出事業者及び処理業者における処理
体制を強化し、施設の整備を促進している。
産業廃棄物処理業者については、業者の技
術の向上を図るとともに、産業廃棄物の適正
な処理の促進を目的として平成元年８月に発
足した「大分県産業廃棄物処理業協会」が、
平成３年７月に社団法人化した。
産業廃棄物排出事業者の組織化については、
適正処理の推進及び資源化・再生利用の促進
に関し、研修、調査研究、情報交換等を行う
ことを目的として、平成２年９月に「大分県
環境保全協議会」が発足した。
また、産業廃棄物処理施設については、民
間による産業廃棄物最終処分場等が、地域住

区 分
不法投棄件数 苦 情 件 数

１５年度 １６年度 １５年度 １６年度
ご み １６ ２２ ２９ ５０
し 尿 １ １ ９ １０
浄化槽 － － １７ ２５
その他 １ ３ １８ ８
計 １８ ２６ ７３ ９３

表２－２－４－２ｅ 一般廃棄物の不法投棄及
び苦情処理状況
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民の理解を得にくいなどの理由から、その設
置が困難となってきたため、公共関与により
適正処理に必要な最終処分場等を整備するこ
とが進められた。最終処分場等の建設・運営
主体として、関係市町村をはじめ、大分県環
境保全協議会などの民間業者にも出捐を求め
て、平成４年１２月に「財団法人大分県環境保
全センター」が設立され、平成５年３月に厚
生大臣から廃棄物処理法に規定する廃棄物処
理センターに指定された。

この（財）大分県環境保全センターで、平成
６年１１月に破砕プラント、平成７年９月に再
生アスファルト合材プラントを設置し、大分
建設資材再生プラントとして建設副産物のリ
サイクルを実施している。

事 業 主 体 施 設 名 称 炉番号 測定日
排ガス中のダイオキシン類
濃度（ng-TEQ/N�）

高田地域衛生事業組合
高田地域衛生事業組合ごみ清掃工
場

１ １６．９．３０ ０
２ １６．１０．１０ ０

東国東広域連合 東国東広域連合クリーンセンター
１ １６．２．１８ ０．０３７
２ １６．２．１８ ０．０２７

姫島村 姫島村清掃センター １ １６．１２．２２ ３．５

別杵速見地域広域市町村
圏事務組合

藤ケ谷清掃センター
１ １６．１１．２ １．２
２ １６．１１．２ １．６
３ １６．１０．１５ ０．１５

大分市

大分市佐野清掃センター
１ １６．８．３１ ０．００００９７
２ １６．８．３１ ０．０００１４
３ １６．８．３１ ０．００００６５

大分市福宗清掃センター
１ １６．１２．２１ ０．０１７
２ １６．１２．２１ ０．０１１
３ １６．１２．２１ ０．０３２

佐伯市 エコセンター蒲江
１ １６．１２．１４ ０．１３
２ １６．１２．１５ ０．１３

佐伯市 エコセンター番匠
１ １６．１０．２２ ０．０１
２ １６．１０．２２ ０．０１１

大野広域連合 大野広域連合清掃センター
１ １６．１０．８ ２．４
２ １６．１０．７ １．１

日田玖珠広域市町村圏事
務組合

日田清掃センター
１ １６．１０．６ ０．７５
２ １６．１０．６ ０．９１

玖珠清掃センター
１ １６．１０．１０ ０．００６２
２ １６．１０．１０ ０．０１１

中津市
中津市第１清掃センター
耶馬渓焼却場

１ １５．１２．１９ ０．８８

中津市 中津市クリーンプラザ
１ １５．１２．８ ０．２５
２ １５．１２．８ １．０

宇佐清掃事業組合
宇佐市清掃事業組合ごみ焼却セン
ター

１ １６．１．１５ ０．０７７
２ １６．１．１６ ０．３５

事 業 主 体 事 業 内 容 施設規模 施行年度
日田玖珠広域市町村圏事務組合 汚泥再生処理センター ５２�／日 １５～１６
大野広域連合 不適正埋立施設の適正閉鎖 １６～１７
東国東広域連合 不適正埋立施設の適正閉鎖 １６～１７
中津市 し尿・浄化槽汚泥高度処理施設 １７６�／日 １６～１８

表２－２－４－２ｆ 市町村等一般廃棄物処理施設整備状況 （平成１６年度）

表２－２－４－２ｇ 平成１６年度一般廃棄物焼却施設ダイオキシン類排出実態調査結果（環境省実施）
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３ 産業廃棄物の適正処理の推進

� 最終処分場対策
最終処分場については、従来、埋立地の面

積が、管理型については１，０００㎡以上、安定
型については３，０００㎡以上のものが許可対象
施設であったが、廃棄物処理法施行令の改正
により、平成９年１２月以降設置される施設に
ついては、面積にかかわらず全て許可対象施
設とされることとなった。また、最終処分場
の技術上の基準を定める命令（いわゆる共同
命令）が平成１０年６月に改正され、施設設置
者に対して排出水及び周辺地下水の水質検査
の実施、安定型廃棄物以外の廃棄物の混入を
防止するための展開検査の実施などが義務づ
けられた。
県においては、最終処分場の設置者に対す

る講習会を開催して、その周知徹底を図ると
ともに、最終処分場の面積等の測量調査及び
排出水等の水質検査を実施して実態を把握し、
適正な維持管理の指導に努めている。
最終処分場の水質検査は、平成１６年度にお

いては２３の処分場について放流水１箇所、浸
透水１９箇所及び地下水２２箇所の調査を実施し
た。
調査結果については、放流水３７項目、浸透

水２９項目及び地下水２５項目の調査を実施し、
すべての最終処分場で基準を超過した項目は
なかった。

� 焼却施設
焼却施設については、平成９年度の「廃棄

物処理法」の改正による施設の構造及び維持
管理の規制強化とともに、「ダイオキシン類
対策特別措置法」が平成１１年１月１５日に施行
され、対象施設での排ガス、集じん灰及び焼
却灰の測定が義務付けられた。
設置者に義務付けられている排ガス中のダ

イオキシン類濃度は、平成１６年度も基準値を
超える施設はなかった。

� 廃棄物処理計画
循環型社会を実現するため、廃棄物の減量

化を促進し、安全で適正に廃棄物を処理する
ことができるような体制を整備することが大
きな課題となっている一方、廃棄物を取り巻
く状況は、適正処理するための施設の整備が
進まず、悪質な不法投棄等の不適正処分があ
とを絶たないなど極めて厳しい状況となって
いる。
本県では、産業廃棄物の適正処理を推進す

るため、廃棄物処理法の規定に基づき昭和５０
年に第１次の「大分県産業廃棄物処理基本計

画」を策定し、以後、昭和６１年、平成３年、
平成８年と４次にわたり計画を策定し、産業
廃棄物の基本方針として、これに基づいて、
各種の施策を行ってきたところであるが、平
成１２年に廃棄物の減量及び適正処理に関する
施策を総合的かつ計画的に推進するため、廃
棄物処理法が改正され、一般廃棄物を含めた
廃棄物全般に関する処理計画を策定すること
が必要となり、平成１３年度に廃棄物処理計画
を策定した。
この計画では、平成１７年度までの５か年を

計画期間としているが、環境大臣が平成１３年
５月に定めた基本方針及び「おおいた新世紀
創造計画」で定められた目標を踏まえて、平
成２２年度を見通した目標数値を設定するとと
もに、次の施策を体系的に推進することとし
ている。
①発生抑制
②再使用、再生利用、熱回収の促進
③適正な処理・処分体制の確保
④不適正処理処分の防止と生活環境保全上の
支障の除去
⑤情報公開と相互理解の推進

� 産業廃棄物の不法投棄・不適正処理対策の
推進
産業廃棄物や産業廃棄物処理施設に対する
住民の不安を解消し、処理業者などに対する
不信感を払拭するためには産業廃棄物を適正
に処理することが不可欠である。
しかしながら、県内の不法投棄件数を見る
と平成１６年度は１２７件、苦情処理件数は２２７件
と不法投棄件数が前年度に比べ約２倍と増加
するなど、不法投棄や不適正処理は跡を絶た
ない状況にある。
このような不法投棄や不適正処理が地域住
民の不安や不信感を増幅させ、ひいては、新
たな処理施設の設置を妨げる要因ともなって
いる。
このため、県では、排出事業者や処理業者
に対する指導監督を強化し、適正処理を推進
するため、平成１７年度から産業廃棄物監視員
を増員して６班１２名体制で配置し、定期的に
監視を行っている。また、不法投棄等を防止
するため、県、警察本部、関係業界等により
構成する「不法処理防止連絡協議会」を各保
健所単位に設置するほか、ヘリコプターによ
るスカイパトロールの実施、休日等における
県民からの情報提供に対応するために不法投
棄１１０番（０９７－５３８－５３０４）を設置するなど
対策を強化している。
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４ 地域住民の不安解消のための措置

� 県民の安全な生活環境の確保と環境保全に
寄与するための産業廃棄物適正処理推進基金
を活用し、不法投棄者が明らかでない場合な
どの原状回復に備えている。

� 産業廃棄物の処理施設の設置にあたり、設
置予定者は「大分県産業廃棄物の適正な処理
に関する条例」（平成１７年大分県条例第４２号）
に基づき、県へ事前協議を行うとともに、関
係地域住民への説明会を開催することが義務
づけられている。
また、県外産業廃棄物の無秩序な流入によ

り、県内産業廃棄物の適正処理に支障がでる

恐れがあるため、「大分県産業廃棄物の適正
な処理に関する条例」に基く事前協議と環境
保全協力金の制度を適正に運用して、適正処
理の確保と住民の生活環境の保全に努めるこ
とにしている。

不 法 投 棄 件 数 苦 情 処 理 件 数
Ｈ１２ Ｈ１３ Ｈ１４ Ｈ１５ Ｈ１６ Ｈ１２ Ｈ１３ Ｈ１４ Ｈ１５ Ｈ１６

燃 え 殻 ２ ２ ３ ３ ３ ２ ２ １ ３
汚 泥 ２ ２ ２ １ １ １
廃 油 ７ １ ８ ２ ３
廃 酸 １
廃 ア ル カ リ
廃プラスチック類 １５ １２ ２５ ３６ ２２ １５ ２１ ４０
紙 く ず ３ １ ９ ３ １０ １１
木 く ず ３９ １４ ２０ ３８ ２５ ８７ ４６ ５２ ４３ ６８
繊 維 く ず １ １ １ ６ ２ １ ２ ７
動 植 物 性 残 さ ３ １ ３ ２ ６
ゴ ム く ず ２ １ １ １ ４ ２ ２ ７
金 属 く ず ７ １２ １６ １０ １６ ３ ２０ ５ １１ １１
ガ ラ ス く ず 等 １２ ６ １６ １０ ６ ４ ２ ７ ８ １０
鉱 さ い １ １
が れ き 類 ４６ １０ １５ ８ ３５ ２８ １２ ５ ６ ４３
家 畜 ふ ん 尿 ３ ２３ ８ １ １４
家 畜 の 死 体 １ １ １ １
ば い じ ん
そ の 他 １ ４ ２ ３ １ １０ １０ ４ ８ １
合 計 １３６ ６５ ７４ ７５ １２７ ２１４ １３５ ９６ １１３ ２２７

不 法 投 棄 件 数 苦 情 処 理 件 数
Ｈ１２ Ｈ１３ Ｈ１４ Ｈ１５ Ｈ１６ Ｈ１２ Ｈ１３ Ｈ１４ Ｈ１５ Ｈ１６

国 東 地 域 ７ ２ ４ ３ １０ ９ ６ ６ ３ １０
大 分 中 央 地 域 ４６ １２ ３０ ２０ ６２ ５８ ２３ ２１ ４０ ８３
県 南 地 域 ５ ８ ７ １２ ７ ８ ６ ５ ４ ２２
大 野 地 域 ８ ８ ６ １０ ８ ２１ ８ ６ １１ ６
日 田 玖 珠 地 域 ３１ ７ ７ ６ ５ ４５ ２３ ２１ １７ １９
県 北 地 域 ３９ ２８ ２０ ２４ ３５ ７３ ６９ ３７ ３８ ８７
合 計 １３６ ６５ ７４ ７５ １２７ ２１４ １３５ ９６ １１３ ２２７

産業廃棄物種類別の不法投棄件数及び苦情処理件数（過去５年間）

地域別産業廃棄物の不法投棄件数及び苦情処理件数（過去５年間）

※ 国東＝国東／大分中央＝中央・日出・大分郡／県南＝臼杵・佐伯／大野＝三重・竹田／日田玖珠＝日田・玖珠／
県北＝中津・宇佐・高田
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第３項 バイオマス等の循環資源の利活用

１ 大分県バイオマス総合利活用マスター
プランの策定

バイオマス資源の利活用を図ることにより持続
可能な社会を早期に実現するため、平成１４年１２月
に国の閣議で決定された「バイオマス・ニッポン
総合戦略」をもとに、県や市町村、事業者、県民
が目指すべきバイオマスの利活用計画として平成
１６年１０月に「大分県バイオマス総合利活用マスタ
ープラン」を策定した。
このプランは県民総参加による「ごみゼロおお

いた作戦」など様々な取組とともに地域のバイオ
マスを利活用して豊かな天然、自然の恵みを将来
とも守り、安心、活力、発展する循環型社会づく
りを目指すものである。
また、プランの数値目標として「バイオマス・

ニッポン総合戦略」に示された京都議定書の中間
期である２０１０年（平成２２年度）を達成年として、
また、新環境基本計画では、さらに５年後の２０１５
年（平成２７年度）を達成年として下表のとおり目
標を設定している。

２ プランの主な取り組み

農林水産業から発生する廃棄物系バイオマスや
未利用系バイオマスの各資源の地域毎での利活用
の推進と、化石資源に代わる資源作物の導入を図
るもので次の推進に努める。

� 地域資源の総合的な利活用の推進
県内のバイオマス発生量のほぼ３／４は

「家畜排せつ物」と「木質系バイオマス」で
占められており、地域のバイオマスを組み合
わせて次のような循環利用を推進する。
イ、耕畜連携を図り、排出される家畜排せつ
物を堆肥化して農地等へ適切に還元させる。

ロ、堆肥化資源の発生量の多い県内各地域に
堆肥化資源総合活用システムを構築する。

ハ、日田地域で複数のバイオマスを活用し、
堆肥化の過程のメタン発酵により発生した
バイオマスガスを使った発電と製造された
堆肥の農地還元を実施する。

� 都市と農村との連携による利活用の推進
建設廃材、廃木材、古紙、間伐材などの木
質系バイオマスをバイオマス原・燃料等に活
用して地域産業の化石資源を削減し、都市と
農山漁村とが連携した利活用を推進する。
イ、大分市における製紙工場への原料利用や
津久見市、佐伯市におけるセメント工場等
への燃料に活用する。
ロ、東国東、竹田、日田地域において木・竹
炭へ活用しての都市と農山漁村との交流を
促進する。

� 産・学・官・県民連携による利活用の推進
地域の特性を生かしたバイオマスの多面的
な利活用を進めるため、一体となりパートー
ナーシップを発揮した新たな産業の創出を目
指す。
イ、廃食油等を回収してＢＤＦ（バイオディ
ーゼル燃料）への活用の実用化を目指す。
ロ、高付加価値な資源として有効活用できる
よう水産加工廃棄物の食品化に向けた研究
に取り組む。
ハ、生分解性プラスチックへの利用を推進し、
実用化に向けて取り組む。
ニ、バイオマスガスの多面的な利用を促進す
るための新技術の実用化に向けて取り組む。

指 標 項 目 単位
現状
Ｈ１５

目 標
Ｈ２２ Ｈ２７

廃棄物系バイオマス利用率 ％ ６９ ９１ ９３
未利用バイオマス利用率 ％ ６７ ７６ ８１
エネルギー利用量（石油換算） 万� ４．４ ５．１ ５．６

【環境指標】
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